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令和３年第１回 

美唄市議会定例会会議録 

令和３年３月１２日（金曜日） 

午前１０時００分 開会 

 

◎議事日程 

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 議案第24号 令和２年度美唄市一般

会計補正予算（第12号） 

 第３ 一般質問 

   

◎出席議員（１３名） 

  議 長  金 子 義 彦 君 

  副議長  桜 井 龍 雄 君 

   １番  森   明 人 君 

２番  伊 藤 真 久 君 

３番  齋 藤 久美夫 君 

４番  山 上 他美夫 君 

   ５番  山 崎 一 広 君 

   ６番  川 上 美 樹 君 

７番  楠   徹 也 君 

８番  松 山 教 宗 君 

９番  本 郷 幸 治 君 

   10番  紫 藤 政 則 君 

   12番  谷 村 知 重 君 

       13番  小 関 勝 教 君 

 

◎出席説明員 

市     長  板 東 知 文 君 

副  市  長  市 川 厚 記 君 

 総 務 部 長  猪 谷 憲 恭 君 

市 民 部 長  松 田 公 史 君 

 保健福祉部長  高 橋 英 雄 君 

経 済 部 長  東   貴 弘 君 

 都市整備部長  米 澤   勝 君 

 市立美唄病院事務局長  今 澤 清 隆 君 

 消  防  長  相 馬 一 司 君 

 総務部総務課長  平 野 太 一 君 

 総務部総務課長補佐  高 橋 修 也 君 

 

 教育委員会教育長  天 野 政 俊 君 

 教育委員会教育部長  阿 部 良 雄 君 

  

 選挙管理委員会委員長  中 田 礼 二 君 

 選挙管理委員会事務局長  日 下   聡 君 

 

 農業委員会会長  今 田 邦 彦 君 

 農業委員会事務局長  高 田 裕 二 君 

 

 監 査 委 員  西 尾   正 君 

 

◎事務局職員出席者 

 事 務 局 長  村 谷 昌 春 君 

 次     長  門 田 昌 之 君 

 

午前１０時００分 開会 

●議長金子義彦君 これより、本日の会議を

開きます。 

 

●議長金子義彦君 日程の第１、会議録署名

議員を指名いたします。 

９番 本郷幸治議員 

10番 紫藤政則議員 

を指名いたします。 

 

●議長金子義彦君 次に、日程の第２、議案

第24号令和２年度美唄市一般会計補正予算

（第12号）を議題といたします。 
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本件に関し、提案理由の説明を求めます。 

●市長板東知文君 ただいま上程されました、

議案第24号令和２年度美唄市一般会計補正予

算（第12号）について提案理由をご説明申し

上げます。 

本件は、第１条歳入歳出予算について補正

しようとするものであります。 

第１条、歳入歳出予算の補正につきまして

は、歳入歳出の予算総額に、それぞれ8,000

万円を増額補正し、補正後の予算総額を210

億8,448万1,000円にしようとするものであり

ます。 

補正内容につきまして、歳出から申し上げ

ますと、土木費に記録的な大雪により、排雪

に要する経費に不足が生じることから、除排

雪事業を増額計上いたしました。一方、歳入

につきましては、歳出計上額に対応する地方

交付税を増額補正し、財源対応いたしました。

以上、よろしくご審議をお願いいたします。 

●議長金子義彦君 これより、議案第24号に

ついて質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって、質疑を終結いたします。 

これより、討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって、討論を終結いたします。 

これより、採決いたします。 

本件は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第24号令和２年度美唄市一般

会計補正予算（第12号）は、原案のとおり可

決されました。 

 

●議長金子義彦君 次に日程の第３、一般質

問に入ります。 

発言通告により、順次発言を許します。 

６番川上美樹議員 

●６番川上美樹議員（登壇） 令和３年第１

回市議会定例会におきまして、大綱３点につ

き市長並びに教育長にお伺いいたします。 

大綱の１点目は、医療行政についてです。 

まず１つ目として、建替えをするための整

備財源についてです。２月１日に開催した地

域医療体制等調査特別委員会では、総事業費

は33億から35億を予定しているとのことで、

このことについては新聞報道もされたところ

であります。本市は、一般会計が160数億程度

であり、33億から35億の事業というのは、私

は大事業だと思います。だからこそ、事業費

の財源や市民負担については、概算であって

も市民に知らせておく必要があると思います。

さらに、市民負担は少なくなるよう、造って

良かったと喜ばれる病院が早く完成できたら

と思う次第です。前日の同僚議員の質問と一

部重なる部分がございますが、私からも質問

をさせていただきます。 

１点目は、現時点で想定している財源の内

訳についてです。２月１日の地域医療体制等

調査特別委員会でも答弁はいただいておりま

すが、改めて、市民にお示しいただきたいと

ころです。委員会から１ゕ月半が経過し、こ

の間、新たな財源なども検討されているとこ

ろかと思います。現時点ではどのような財源

内訳になっているのでしょうか。特に、大き

な財源を占める補助金には、立地適正化計画

に伴う補助金を想定されていると答弁があり



- 61 - 

ました。全事業費33億から35億に関する財源

内訳がどのようなものであり、いくらなのか

を具体的に市から市民へ示していただきたく、

市長に伺います。 

２点目は、現時点で想定される市民負担が

いくらになるのかということです。新計画に

おいて、現時点で想定されている整備財源を

もとにした市民負担がどのような範囲で考え

られているのか。新聞報道だけではなく、市

から市民へしっかりと伝えておくべきと思い

ますが、このことについて、市長に伺います。 

次に２つ目ですが、２月１日の地域医療体

制等調査特別委員会のあと、病院事務局、保

健福祉部、都市建築住宅課、総務部財政課な

ど、関係部署を４つとの庁内会議は何度開か

れ、どのような進捗状況となっているのか伺

います。 

次に３つ目ですが、工事の事業の工程スケ

ジュールについて伺います。市長の目指す令

和５年度開院に向け、補助金の申請から開院

までの工程スケジュールについては、現時点

でどのようになっているのかを伺います。 

大綱２点目は、健康行政についてです。本

市における健康推進事業においては、妊娠、

子育てから生活習慣病の予防をはじめ、市民

の健康を推進するため啓発活動、後援会、交

流会など、多くの取り組みを行っていること

を承知しているところです。2055年には総人

口の約４割が65歳以上、徒歩圏内に生鮮食品

店がない高齢者、単独世帯数が増えること、

町内会などの地域交流が希薄になることの高

い孤立化リスク、そして医療費の増大なども

国の調査で課題となっているところです。超

高齢化における健康で長生きすることがいか

に大切かは明確と言えます。しかし、高齢に

なれば、なにがしかの疾病が出てくることも

多くなり、予防をはじめ、医療、福祉の連携

を一体的に取り組むというまちづくりは本市

にとっては大変重要なことだと思います。 

そこで質問ですが、１つ目として、超高齢

化社会における健康推進施策の充実化をどの

ように図っていく考えなのか。 

２つ目として、疾病予防である健康推進施

策と病気になったときの医療機関、さらには

介護、住まい、生活支援について、どうやっ

てこれらをつなげていくのか。その環境整備

については、どのように考えているのか、市

長に伺います。 

大綱３点目は、教育行政執行方針について

伺います。 

１つ目は、確かな学力の育成として、ＧＩ

ＧＡスクール構想について伺います。スマー

トフォンからエンジンをかけることができる

車も既に登場しており、世の中はコンピュー

ターの処理速度の高速化、大容量化で大きく

自動化が進んでいます。それに応じて、学校

における読み書きそろばんのスキルが大きく

変わり、政府主体で推進するＩＣＴを積極活

用した教育改革の構想は、これからの時代に

必要な教育を掲げた構想であり、国も挙げて

大型投資を進めています。生徒一人一人がＩ

ＣＴスキルを身につけられるようにＧＩＧＡ

スクール構想では、ハード面、ソフト面、指

導体制の三位一体となった改革を各学校が主

体となって進めています。 

そこで質問ですが、本市におきましても、

多くのＩＣＴ活用が学校において行われてお

りますが、その現状と今後のあり方について、
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どう考えているのか、教育長にお伺いをいた

します。 

２つ目は、豊かな心の育成として、適応指

導教室について伺います。不登校になった児

童、生徒が学校とは違う場所で勉強したり、

困り事を相談する場所が適応指導教室ですが、

この存在は、児童、生徒、そして保護者にと

っても心のよりどころであり、その存在は大

きなものと思います。教育行政執行方針にも、

個々の児童、生徒に応じた、きめ細やかな支

援をするとありますが、現状と今後のあり方

についてはどう考えているのか、教育長にお

伺いいたします。 

●市長板東知文君（登壇） 川上議員の質問

にお答えします。 

新しい市立病院建替えについてであります

が、初めに、事業費に対する財源内訳につき

ましては、総事業費33億円と想定した場合に

おいては、病院事業債で11億円程度、過疎対

策事業債で11億円程度、補助金・基金等の活

用で11億円程度と考えております。また、総

事業費を35億円と想定した場合においては、

病院事業債で12億円程度、過疎対策事業債で

12億円程度、補助金・基金等の活用で11億円

程度を見込んでいるところでございます。 

次に、現時点で想定されます、起債償還に

係る市民負担につきましては、総事業費を33

億円と想定した場合においては、年間約4,100

万円と推計しており、これを本市の人口２万

人で除した場合、市民一人当たりの負担額は、

年2,000円と推計しております。また、総事業

費を35億円と想定した場合においては、年間

約4,500万円と推計され、市民一人あたりの負

担額は年、約2,200円と推計しております。 

次に、庁内会議につきましては、これまで

の「規模の適正化と集約化」だけではなく、

美唄らしい地域包括ケアシステムの確立に向

けて、求められる施設の機能を重視し、複合

化、転用をはじめとした取り組みについて、

関係部署で協議を重ねているところでござい

ます。 

次に、補助金につきましては、国の交付要

綱等に基づき、令和４年６月に概算要望、令

和５年１月に本要望を行い、令和５年３月末

に交付決定を予定しているところであります。

また、新しい病院の開院時期につきましては、

令和５年度中を目指して、努力してまいりま

す。 

次に、超高齢化における健康推進施策につ

いてでありますが、美唄市健康増進計画であ

る「びばいヘルシーライフ21」に基づき、「人

が健康、まちも健康～住んで良かったまち美

唄」を基本理念とし、市民、地域、行政が連

携し、一体となり、社会全体で健康づくりや

取り組みを推進してきているところであり、

それぞれのライフステージに応じた健康づく

りの支援体制を整えてきているところでござ

います。また、住みなれた地域で暮らしなが

ら、医療を受けられる体制としていくために

は、市を中心に地域の関係者が共同して、医

療と介護が連携した地域包括ケアシステムを

構築することが必要であり、そのためには、

医療、介護、予防、生活支援、住まいなど、

地域の実地に応じた取り組みが求められてい

るところでございます。特に、高齢者医療に

関しては、病気とどう付き合っていくかを考

え、個人や家庭の希望にかなった医療を受け

られるような医療体制を整備するとともに、
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在宅医療支援病院としての役割を十分に果た

し、患者や家族が望む場合には、在宅のみな

らず、施設も含め、自宅で満足いく最後を迎

えられるような地域包括ケアシステムの構築

が不可欠であると考えております。 

次に、健康・医療・福祉体制の連携につい

てでありますが、本市の健康推進施策を進め

る上で、医療、福祉、さらには地域や民間事

業所などと幅広い連携と役割分担を図ってい

くことが大変重要になってきているものと考

えており、美唄らしい地域包括ケアシステム

の確立に向けて、健康づくりや介護予防等に

取り組むほか、市民の皆さんのニーズに合わ

せた住まいの方の支援や、日常生活を支える

など、在宅医療を望む方を支援する取り組み

も強化することとしております。 

今後におきましても、市民の皆様の「健康

寿命」を延ばし、誰もが住みなれた地域で安

心して健康に暮らすことができるよう、より

一層の健康増進事業の推進を図ってまいりま

す。 

●教育長天野政俊君（登壇） 川上議員の質

問にお答えいたします。 

初めに、ＧＩＧＡスクール構想についてで

ありますが、新学習指導要領では、指導方法

や指導体制の工夫改善により、「個に応じた指

導」の充実を図るとともに、情報手段を活用

するために、必要な環境を整えることが示さ

れており、これらを適切に活用した学習活動

の充実を図ることが大切であると考え、児童

生徒向けの一人一台端末のＩＣＴ環境を整備

してきたところであります。教材・教具や学

習のツールの一つとしてＩＣＴを積極的に活

用し、主体的、対話的で深い学びの実現に向

けた授業改善につなげてまいります。また、

児童生徒の発達段階に合わせたリモート学習

や、いつでも自由にオンデマンド型の動画教

材等を視聴した学習を効果的に進めるため、

教職員の能力向上につながるような校内研修

の充実に取り組んでまいります。さらに、学

校の教科等指導におけるＩＣＴの活用や、学

校の情報教育の充実、校務支援システムの活

用などを推進するために教職員と教育委員会

職員で構成する、「美唄市ＩＣＴプロジェクト

チーム」を設置し、本市のＩＣＴ教育を推進

してまいりたいと考えております。 

次に、適応指導教室についてでありますが、

学校に登校できず、家庭で過ごしている子ど

ものために、家庭や学校と協力して、学校に

復帰できるよう支援しているところでありま

す。子どもたちに、少しでも外の風を感じて

もらおうと願い、学校と連携しながら、家庭

との教育相談を強化するために、チラシを配

布するなど、適応指導教室の活用や教育相談

について、積極的な周知をしてきたところで

あります。その結果、気軽に相談できる場や

利用できる場として活用されており、家庭で

過ごしている子どもたちが、家庭から一歩外

に踏み出すきっかけづくりの場となっており

ます。適応指導教室では、自分でやりたいこ

とを自分のペースで活動することを基本にし

て、悩み相談や体験、学習活動を行っており、

指導員の指導により、読書や運動、教科学習

などを行っているところであります。今後と

も、適応指導教室と学校と家庭の連携を密に

し、子どもたちの悩みや不安の解消と居場所

づくりの充実に努めてまいります。 

●６番川上美樹議員 自席より再質問をいた
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します。 

大綱１点目の医療行政について伺います。

まずは、財源と市民負担についてです。想定

している補助金は、立地適正化計画による補

助金等ということですね。前回は、約10億の

金額でしたが、今回も同額を見込んだとすれ

ば、実に事業費の３分１がこの立地適正化計

画に伴う補助金に頼るということであり、こ

の補助金が措置されるかどうかについては、

今後の市の財政を大きく左右するものと思い

ます。昨日の同僚議員の答弁にもあったよう

に、計画では、病院に保健福祉総合施設を併

設することになっていますが、現時点では行

わないと、答弁をいただいております。これ

では、立地適正化計画は見直しということに

なり、補助金の対象外になりませんか。 

そこで、立地適正化計画の補助金が対象外

となった場合について伺います。他にはどの

ような補助金がありますか。起債の借り入れ

を増やしますか。そうでしたら、病院事業債

と過疎債の割合はどうなりますか。病院事業

債が増えた場合の病院の30年収支の推計と一

般会計の財政推計はどうなりますか。一般会

計からの法定外繰り入れも発生することはな

いですか。補助金が措置されなかった場合の

市民負担はどうなりますか。このことについ

て、再度市長に伺います。 

大綱２点目の健康行政について、再度お伺

いいたします。健康推進施策について、健康・

医療・福祉体制の連携については、これまで

も地域との連携を図りながら支援体制を整え

てきていることは、承知しておりますが、今

まで以上に健康推進施策の推進を図るには、

今までどおりの連携体制ではなく、より一歩

進んだ体制として新病院に保健センターの機

能を有する保健福祉総合施設を併設して、医

療との連携を図ることが最も必要であると思

いますが、市長のお考えを伺います。 

次に、大綱３点目の教育行政執行方針につ

いて再度、伺います。 

１つ目のＧＩＧＡスクール構想ですが、本

市の考えや取り組み状況について伺いました

が、ＩＣＴになかなかついていけないという

児童生徒もいた場合、先生のほかに、パソコ

ンの指導をいただける方の存在があったらよ

いかと思います。パソコンお助け隊のような

形で地域の方にも協力をいただくことはいか

がでしょうか。このことについて、教育長の

お考えを伺います。 

２つ目の適応指導教室ですが、現在、市役

所４階で行われ、今まで以上に児童生徒が家

から一歩踏み出している状況があるとのこと

で、担当指導者や市教委の努力がよくわかり

ました。保護者の皆様からは家庭的な雰囲気

の中で、適応指導教室が行われれば、より行

きやすいという声を聞きます。例えば、空き

家や空き店舗などを利用しての家庭的な雰囲

気の中でも、適応指導教室、こういった開催

も考えてみてはどうかと思いますが、このこ

とについて教育長のお考えを伺います。 

●市長板東知文君 川上議員の質問にお答え

します。財源についてでありますが、保健福

祉総合施設につきましては、美唄らしい地域

包括ケアシステムの確立に向けて、病院の機

能、病床数の見直しを図りながら、病院内に

複合化・転用をはじめとした取り組みを進め

ていく必要があると考えております。 

次に、補助金がない場合の財源につきまし
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ては、病院事業債、過疎対策事業債、基金等

に加え、財政負担の軽減を図るため、厚生労

働省の「地域医療介護総合確保基金」などの

活用について、検討しているところでござい

ます。 

次に、病院事業債、過疎対策事業債の割合

につきましては、対象事業費に対して、それ

ぞれ50％となっております。 

次に、補助金がない場合の市民一人あたり

の負担額につきましては、想定事業費を33億

円と想定した場合においては、年間5,900万円

と推定しており、これを本市の人口２万人で

除した場合、市民一人あたりの負担額は、年、

約2,900円としております。先ほどと比較しま

すと、2,000円が2,900円ということで900円の

増になるところでございます。また、総事業

費を35億円と想定した場合においては、年間

約6,400万円と推計され、市民一人あたりの負

担額は、年約3,200円、先ほど申し上げました

2,200円と比較しますと1,000円増えるという

かたちになります。このように推計しており

ます。 

次に、一般会計からの繰り入れについてで

ございますが、これにつきましては、国が定

める「地方公営企業繰出基準」、これに基づき、

いわば建設改良費の元利償還金の２分１を繰

り入れることとしており、それ以外の基準外

の繰り入れについては、現時点では想定して

いないところでございます。 

●教育長天野政俊君 川上議員の質問にお答

えいたします。 

ＩＣＴの教育支援についてでありますが、

先生や子供たちがストレスなく授業に集中し、

子どもたちの学びを保障できる環境づくりを

目的として、ＧＩＧＡスクールサポーターを

教育委員会に配置し、回線のトラブルや端末

の故障などに対応するとともに、学校との窓

口となるヘルプデスクを開設いたします。ま

た、各学校に１名、日常のＩＣＴを使用した

授業のサポートや機器の管理などを行うＩＣ

Ｔ教育支援員を配置したいと考えております。

さらに、学校からの要望であるＩＣＴボラン

ティアについては、学校支援地域本部と連携

しながら、ボランティアを募集し、各学校に

派遣できるよう取り組んでまいります。 

次に、適応指導教室の環境につきましては、

心身ともに、不安定になりやすい時期の子ど

もたちが安心して、くつろげるような居場所

づくりを大切にしてまいりたいと考えており

ます。利用している子ども達の自主性を尊重

しながら、悩みや不安を受け止め、和らげる

ようなサポートに努めてまいります。なお、

空き家や空き店舗を利用しての適応指導教室

の開設につきましては、今後の課題とさせて

いただきたいと考えております。 

●市長板東知文君 答弁漏れがありましたの

で、再度答弁させていただきます。 

川上議員の質問にお答えいたします。 

健康・医療・福祉体制の連携についてであ

りますが、現在、保健センターでは、医療、

福祉、介護のほか、子育てや教育機関、市民

課、国保でございますけども、市民課との連

携により、市民への健康づくりの支援と健康

づくりに取り組みやすい環境づくりを進めて

いるところでございます。 

医療との連携につきましては、市立美唄病

院をはじめとする市内医療機関から健康相談

や栄養相談の依頼があるほか、受動喫煙や生



- 66 - 

活習慣病対策において、連携を図り、推進し

ているところでありますが、市内医療機関と

のより一層、連携に加え、今後は、事業所な

どとも連携を進めていくこととしており、現

時点では新たな施設の設置につきましては、

予定していないところであります。そのため、

現保健センターを活用しつつ、新市立美唄病

院と連携を図り、市民の健康増進や地域包括

ケアの推薦を図ってまいりたいと考えており

ます。 

●６番川上美樹議員 再度、大綱１点目と大

綱２点目について２点、お伺いをいたします。 

まず、大綱１点目の医療行政についてです。 

市長は市長になる前に立地適正化計画におけ

る補助金については、確定できるか、できな

いかわからないものをあてにして、計画をつ

くっている。計画行政ではないと多くの市民

を集めて発言されていたと思います。しかし、

現状はどうでしょうか。前回は、何度も庁内

や道との打ち合わせを繰り返し、財源の確保

まで進めていたところでしたが、今回は、関

係者との協議を重ねているというご答弁はい

ただいておりますけれども、具体的な回数や

内容はお答えをいただいておりません。加え

て、まちづくりの計画に変更が生じています。

この状況で、補助金を財源に充てているのは、

市長が言う計画行政と言えるのでしょうか。

事業費の３分の１を占める補助金が措置され

るかどうかもよくわからない。新しい厚労省

の基金、お答えいただきましたが、これも事

前に関係省庁や道に打診、協議は必要となり

ますし、この基金に関しては、市町村での計

画づくりをするということは、その期間も必

要になるということです。そのような状況の

中で、市長の公約、一丁目一番地である病院

建設は、工程スケジュールどおりに進むので

しょうか。病院の補助金のことだけでなく、

病院のあり方については、まちづくり全体に

係る都市再生整備計画、そして、道路や公園、

看板整備なども行う都市構想再編集中支援事

業は、令和５年から予定されていますが、こ

れにも影響が出てくると思います。市長就任

から１年９ゕ月が経過し、財源確保など全体

像がよく見えない。しかし、老朽化した病院

は早急に建直す必要はある。市長の言う計画

行政とは、どのようなものでしょうか。ご答

弁をお願いいたします。 

大綱２点目の健康行政についてですが、な

ぜ、病院敷地内に保健福祉総合施設が必要な

のか。国は、医療費の抑制に全力で取り組ん

でいます。社会保障費を削減するために一生

懸命、取り組んでいます。超高齢化社会は確

実に医療費を増大させることは容易に想像で

きます。そこで、いかに健康で長生きをする

か。このことについて、美唄市が他市町村に

見られないような医療スタッフと保健師、社

会福祉も一体となって、健康の推進施策を打

ち出して、健康をテーマに多くの市民が病院

と併設された保健福祉総合施設を利用し、交

流しながら、いかに健康状態を保っていくか。

高齢になっても、健康寿命が長いまちは北海

道の美唄市だと、全国１位だと、そういうこ

とを目指すんだと、それには、様々な健康推

進施策を市民に提供し、健康をテーマに、健

康で交流を増やす、家に閉じこもっていて、

なかなか外に出ないというような高齢者にも

足を運んでもらうような健康施策を行う。運

動不足な中高年にも足を運んでもらう。今以
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上にです。そういうまちづくりをするという

ことです。病院だけの問題ではありません。

ですから、１つの敷地内に病院、保健センタ

ー、地域包括ケア体制、さらには、地域福祉、

それらが一体となって、ワンストップで市民

にサービスが提供できるようにすることが望

ましいのではないでしょうか。病院に保健福

祉総合施設の併設を再考することを求めると

ともに、改めて市長のお考えを伺います。 

●市長板東知文君 はじめに、計画行政につ

いてであります。 

病院建設に関わって、今後どのような形で

財源を確保し、持続可能なまち全体を含めた

財政基盤を作っていくかということでござい

ます。これつきましては、現在、新しい第７

期総合計画を作成いたしました。これに基づ

き、現在、財政推計プランを策定し、その下

に、様々な長寿命化を含めた施設のありよう、

見直しを図っているところでございます。こ

ういった中、先の見通しは厳しくなってござ

います。高齢化、人口減少が進む中で、財政

規模が縮小してく中で、地域の課題にどう対

応していくか、非常に厳しい環境にあると考

えております。現在で可能な範囲内で人口を

想定した交付税が基本になりますけども、国

調で５年ごとの推計を含めながら、それに耐

えるような財政基盤をしっかり作っていくと

いうことでございます。一方、それ以外の色

んな方からのご支援をいただくような形も含

めて、様々な取り組み、今回で言えば、ふる

さと納税を含め、色んな形で新たな財源もで

てきてございます。また、国も今回のコロナ

対策含め、非常に厚生労働省を中心に医療に

対する考え方も現在、検討中であります。こ

の間も、様々な国の国会議員の方々も含めて

お話する中で、現場サイドを踏まえて、どう

いう形にしたらいいのかということを、例え

ば、従前では考えられなかった幅の広さとか、

床面積、どういった機能が必要かということ

も相談させていただいているところであり、

今、大幅に国についても、医療関係の施設基

準等、補助金の在り方については見直しを始

めていこうとしております。 

それから、補助金の申請についてでござい

ますけれども、基本的に美唄市の考え方、基

本構想・基本計画を作った上で、それが国の

言う地域医療構想に合致するかどうかという

段階でございます。南空知の二次医療圏の中

でも岩見沢、三笠、美唄含め、色々議論を重

ねておりますけども、基本的に今の基本計画、

構想については、その議論の中では、医療構

想の考え方に合致しているということで認め

られてきているという中身でございます。今

後は、更に厚生労働省だけではなくて、総務

省、それから国土交通省含め、様々な形の省

庁との関係がございますけども、そこら辺も

充分見極めながら、美唄にとって一番有利な

形を今後ともしっかりと確認し、務めてまい

りたいと考えております。 

２点目の保健です。健康づくりについて、

確かに議員のお話のとおり、健康で長寿社会

というのは全く異論ありません。ただ問題な

のは、地域医療構想を策定する場合にも、資

料でお見せしましたけども、日本の学術会議

の中で、医療そのもののありようが高齢化に

対応して転換すべきであるという提言を学会

が国に提言してございます。それはまさに、

これまでの治す医療から治し支える医療の転
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換を図る、治す医療というのは単なる病院完

結型ではなくて、治し、支える医療を地域全

体で完結して、どう高齢社会を支えるかとい

う形の転換が求められているところでござい

ます。そういったことを含め、今回の次期美

唄市の新たな建替えにあたっての医療構想、

それから基本計画については、そういう考え

方に基づいて、将来の美唄の人口が半分にな

る、高齢化率も現在で４割から６割になる。

問題は後期高齢者75歳以上が現在約２割から

倍になるという形で、そういった中で何が起

き、それに対して、どう地域が応えていくと

いう点で、地域包括システムが早急に作り上

げることが大事だと考えております。そうい

う意味で、その内容を実現するための医療面

からの必要な施設ということで、今回、地域

医療、病院建替えの基本構想、基本計画、そ

ういう角度から策定し、お伝えしたところで

ございます。もっと端的に言いますと、健康

づくり、生活習慣病予防では、実際に後期高

齢者になった場合、人に限界があるというこ

とも先程言いました、学会の提言の中にもあ

ります。やはり終末期にあたって、長寿は実

現できたけども、長寿の裏にある終末期、こ

れをどう人間的尊厳をもって、終末期を迎え

るか、単なる個々の臓器ではなくて、複数の

慢性疾患を持ちながら生活をどう支えていく

かということが、これから大きな地域の課題

となっております。そういう意味では早急に

地域包括システムの構築が喫緊の課題だと思

っておりまして、それにふさわしい病院づく

りをしっかりと作ってまいりたいと考えてお

ります。健康づくりについても、そういう観

点、そういう視点から見直しを図っていけば

ならないもの考えているところであります。 

●議長金子義彦君 次に移ります。 

２番伊藤真久議員。 

●２番伊藤真久議員（登壇） 令和３年第１

回定例会にあたり、大綱２点について一般質

問をいたします。 

大綱１点目は、美唄市における情報発信及

び広報について市長にお尋ねします。 

近年はＩＣＴ等の急速な進化、変化に伴い、

養成を含む様々な分野で、情報発信や広報の

あり方も変化を求められております。今は、

ネットが繋がっていれば、誰もが簡単に多種

多様な情報を取得できる時代となりました。

その中で、情報発信の媒体は新聞や広報紙な

どの紙媒体に加え、フェイスブックやツイッ

ター、インスタグラムやラインなどのインタ

ーネット媒体が急速に普及しております。ど

ちらが良い、悪いという話ではなく、それぞ

れにメリット、デメリットがあり、役割や目

的、ターゲットを分担することで、より多く

の人に情報を届けることができるようになり

ました。 

そこでまず１点目、市民には市民が必要と

する情報を正しく発信すること、市外には、

地域の魅力を発信することが行政が行う情報

発信の大きな役割と考えます。現在の市の情

報発信について、市内・市民向けの情報発信

の媒体・役割・効果の検証と、市外向けの情

報発信の媒体・役割・効果の検証について、

それぞれお伺いします。 

次に、先ほども申し上げたとおり、現在は

多種多様な情報になってきています。その中

で、一方的な情報発信に留めることなく、必

要としている人、求めている人に届く工夫を
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しなくてはなりません。市民が欲しい情報を

市が発信してくれる。それは、そこに住む市

民が安心して暮らすためには、大変重要な話

であります。市民が今、どんな情報を欲しが

っているのか。あるいは、市外の人がどんな

情報を欲しがっているのか。そういったニー

ズ調査を行うことで、市民にとっては、暮ら

しやすいまちづくり、市外の人にとっては、

行ってみたいまち、住んでみたいまち、とい

った関係人口や移住・定住にも繋げることが

必要ではないでしょうか。 

そこで２点目、現在の市の市内・市民向け

の情報ニーズの調査方法と、市外向けの情報

ニーズの調査方法について、お伺いします。 

そして３点目、緊急時や災害時の情報発信

体制についてです。先般、２月24日の断水時

においても、市の情報発信は一つ注目を集め

ました。ここでは、そのような事故による緊

急時や災害時などの状況における全般的な情

報発信について、お伺いします。 

緊急時や災害時は、誰もが情報を求めます。

いつ復旧するのか、何を準備しておけばいい

のか、何をしてはだめなのか。そうした市民

の不安を和らげるのは、市の素早く、正確な

情報発信であります。平成28年４月発生の熊

本地震について、地震の後、２ゕ月以上が経

過した時点において、調査が行われました。

その調査の中で熊本地震におけるＳＮＳ活用

に関する留意点についての意見として多数寄

せられたのが、単なる被害状況や支援状況を

示すのみの情報よりも、市民がとるべく具体

的な行動等を示した情報発信をしてほしいと

いう要望でした。そういった他市町村の例な

ども参考にし、市の緊急時や災害時の情報発

信体制を確立する必要があると考えます。 

そこで、３点目として、緊急時や災害時に

おける市民への迅速な情報発信の体制につい

てお伺いします。 

続いて大綱２点目、新型コロナウイルス感

染症について、市長にお伺いします。 

まず、先般公表された、美唄市労働基本調

査報告書についてであります。昨年９月の定

例会において、私も新型コロナウイルス感染

症の市内経済や動向把握について質問させて

いただきました。新型コロナウイルス感染症

の影響は、未だに強く、市内事業者への影響

も続いております。市としては、これまでに

様々な経済対策を行ってきたことは承知して

おりますが、今後、さらなる市内事業者への

支援を行う上で影響の度合いに応じた支援策

を講じていくことの重要性は、一般質問、委

員会等で同僚議員からも声が上がっていると

ころであります。昨年９月の定例会の質問に

おいて、新型コロナウイルス感染症の影響調

査について質問をしたところ、労働基本調査

に新型コロナウイルス感染症の影響を把握す

るための項目を追加したとの答弁がございま

した。そこで、今回の労働基本調査における

新型コロナウイルス感染症による影響調査の

集計と、分析についてお伺いします。 

次に、市内経済への影響調査について、昨

年９月の一般質問の際、企業訪問による調査

が12件と答弁をいただきました。その後の調

査状況についてと、今後の市内経済の調査方

法についてお伺いします。 

以上、この場での質問を終わります。 

●市長板東知文君（登壇） 伊藤議員の質問

にお答えいたします。 
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現在、市の情報発信についてでありますが、

美唄市まちづくり基本条例の基本原則の一つ

に、「情報の共有」を掲げております。情報の

共有は協働のまちづくり、市民主体のまちづ

くりを進めるうえで、前提事項といいますか、

必要不可欠なものであり、市民一人一人がま

ちの課題を共有する大きなきっかけとなるも

のでございます。本市におきましては、広報

紙メロディーをはじめ、市ホームページ、市

フェイスブック、地デジ広報など、様々な媒

体を活用し、市内外を問わず、市政情報や地

域の情報などを発信しているところでござい

ます。その中でも特に、広報紙メロディーに

つきましては、市の情報や暮らしの情報、行

事などを詳しく、かつ幅広く提供しており、

市民の多くの方々が閲覧していることから、

本市の広報の中心となるものと、位置づけて

おります。また、市ホームページや市フェイ

スブックにつきましては、まちの最新情報や

まちの魅力、観光情報などリアルタイムとい

いますか、速報を全国へ発信することが可能

であり、市民の皆様への情報提供のほか、広

く関係人口の創出、それから拡充の手段とし

て、ふるさと応援団やふるさと納税拡充に大

きくつながるものと考えております。今後と

も、広報紙メロディーや市ホームページの更

なる充実を図るとともに、新たにデジタルサ

イネージ、いわゆる電子看板、そういったも

のを含めた様々な媒体を複合的に活用するこ

とにより、相乗効果を高めながら、美唄らし

いまちの魅力の情報発信に取り組んでまいり

たいと考えております。 

次に、情報ニーズの調査についてでありま

すが、現在、まちづくり市民アンケート調査

において、把握した結果を踏まえた情報発信

に努めているところであります。また、市内

外向けの情報ニーズについては、市ホームペ

ージの項目別のアクセス数をニーズ把握の目

安の一つとしているところであります。今後

におきましても、様々な地域課題に対応する

ため、市民の皆さんの意向を十分踏まえなが

ら、情報発信に努めてまいります。 

次に、緊急時や災害時における市民への迅

速な情報発信の体制についてでありますが、

災害時の職員活動マニュアルに基づき、対応

にあたっており、被害状況、救護所や医療機

関の状況、避難所の開設状況などの各種情報

を市ホームページ、市フェイスブック、地デ

ジ情報、広報車、自治会への電話連絡などに

より、逐次、市民の皆様にお知らせるととも

に、各報道機関にも情報発信を要請するなど、

様々な媒体を活用し、市民への迅速な情報発

信を行うこととしております。今後におきま

しては、情報発信の方法、あり方について、

さらに検討してまいりたいと考えております。 

次に、美唄市労働基本調査報告書について

でありますが、調査は昨年９月に美唄商工会

議所と共同で、美唄市内の事業所405社を対象

に従業員の賃金、労働時間等に関して、調査

を行ったものであり、あわせて、新型コロナ

ウイルス感染症による影響についても把握に

努めたところでございます。新型コロナウイ

ルス感染症の影響調査につきましては、売上

動向と減少時期、雇用状況、資金繰り、各種

支援制度の利用状況の５項目を調査しており

ます。はじめに、売上への影響としましては、

回答がありました178社のうち「売上の減少が

あった」と答えた事業者が124社、「売上が増
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加した」と回答した事業者が８社、「変化がな

かった」と回答した事業者が39社、未回答が

７社となってございます。売上の減少があっ

た時期につきましては、昨年の４月が最も多

く、52社が回答しており、雇用状況について

は、やむを得ず正規採用減らした事業者が２

社、パート・アルバイトを減らした事業者が

10社、在宅勤務等を実施した事業者が10社、

特に影響がなかった事業者が127社となって

いるところでございます。資金繰りにつきま

しては、国の制度資金を利用された事業者が

61社、市の新型コロナウイルス感染症対策緊

急資金を利用された事業者が44社、特に融資

は利用されなかった事業者が57社でございま

す。また、新型コロナウイルス感染症の各種

支援制度について、雇用調整助成金を知って

いる事業者が143社で、利用された事業者が20

社、持続化給付金を知っている事業者が164

社で、そのうち利用された事業者が69社、さ

らに、家賃支援給付を知っている事業者が151

社で、利用された事業者が６社となっており

ます。これらの調査結果からは、多くの市内

事業者が新型コロナウイルス感染症の影響を

受け、国や道の支援施策とともに、市独自の

経済支援施策を合わせて活用することにより、

事業者の事業継続が一定程度、図られたもの

考えております。 

次に、市内経済への影響調査についてであ

りますが、市内の企業訪問につきましては、

これまで、製造業、建設業、小売業、飲食業、

宿泊業、サービス業などを中心に昨年10月か

ら11月までの２ゕ月間に133社を訪問し、国や

道及び市の支援施策の説明のほか、新型コロ

ナウイルス感染症による影響などの聞き取り

調査を行ったところでございます。企業から

は、びばい経営支援金に関する問い合わせが

多く、労働基本調査の回答がありました178

社の約70％にあたる124社から売り上げが減

少したと回答をいただいており、新型コロナ

ウイルス感染症による影響が幅広い業種に及

んでいると承知しているところでございます。

このような状況を踏まえ、市としましては、

びばい経営支援金の給付や新型コロナウイル

ス対策資金等に加え、国や道の支援制度を活

用するなどして、飲食店や宿泊業をはじめと

する地元企業の経済支援策などを講じるとこ

ろでございます。また、商工会議所や金融機

関との情報交換においては、これまで、新型

コロナウイルス感染症に直接起因した市内事

業者の倒産や廃業はないものと伺っており、

事業者の事業継続に一定の成果があったもの

と考えております。今後とも、新型コロナウ

イルス感染症に伴う事業所の影響につきまし

ては、市独自の支援施策の申請状況による分

析のほか、商工会議所独自のアンケート調査

や労働基本調査、企業のヒアリング調査、ハ

ローワークなど関係機関からの情報収集など

を通して現状をしっかりと把握し、適時、適

切な支援策を切れ目なく講じてまいりたいと

考えております。 

●２番伊藤真久議員 自席より再質問いたし

ます。 

まずは、情報発信について、市内向けには、

メロディーが中心となり、市外向けには主に

ホームページやフェイスブックを中心に進め

ているという状況と招致しました。近年増え

ているＳＮＳですが、その一つ一つに特徴が

あり、利用する世代についても特徴がありま
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す。メロディーやホームページ等、現在の情

報発信について、どのような世代が情報を受

け取っているのかなど、しっかりと調査し、

今後さらに、ＳＮＳによる情報発信が増加す

る中で、様々な媒体を活用し、世代、地域を

問わず、情報が行き渡るようにすべきと考え

ますが、市長のお考えをお伺いします。 

また、災害時、緊急時における情報発信の

体制についてですが、職員活動マニュアル等

に基づき、対応にあたるというお話でした。

昨今では、ＳＮＳを防災に利用する自治体も

増えつつあります。例えば、熊本市では、2017

年よりＳＮＳを活用し、職員の安否確認や情

報収集、伝達の訓練にＬＩＮＥを利用するな

ど、市役所内の情報共有にも、ＳＮＳの機能

を利用しております。また、平29年３月には、

内閣官房情報通信技術総合戦略室による災害

対応におけるＳＮＳ活用ガイドブックが示さ

れ、災害対応において、ＳＮＳの有効性と、

より多くの人に対し、必要な情報を確実に届

ける手段の１つとして、ＳＮＳの活用が進め

られており、また、災害時の情報収集、分析

の手段としても積極的な活用について示され

ております。他に、平成28年９月の道の内閣

官房情報通信技術総合戦略室の防災、減災班

が示したＳＮＳの防災活用に関する自治体Ｗ

ＥＢ調査では、緊急時には平常時のアカウン

トのトップの色を赤くするなど、緊急である

ことがわかるように強調表示をする、平常時

から災時や行政情報に使用しているアカウン

トを緊急時も使用するなどといった自治体の

取り組みや工夫を紹介しております。緊急時

や災害時においては、情報の受け手である市

民の方々が、必ずしも自ら情報を取得できる

状況にあるとは限りません。市としては、緊

急時や災害時におけるアナウンスを自ら行い、

より多くの人に情報を届け、積極的かつ迅速

に周知することが必要と考えますが、市長の

考えをお伺いします。 

続きまして、新型コロナウイルス感染症に

ついてですが、労働基本調査報告書の件、承

知いたしました。調査は昨年９月ということ

で、半年がたった今も影響が続き、各種イベ

ントや会議もオンラインとの並行が続く中、

市内事業者にも影響があります。今後は、業

種という枠組みではなく、影響の大きさとい

うフォーカスを持って、支援策を講じていく

ことが大事となります。答弁の中には、市独

自の支援施策の申請状況による分析のほか、

商工会議所独自のアンケート調査など、情報

収集を行うとございました。今後の新型コロ

ナウイルス感染症の影響度合い、規模感、売

り上げの減少額などをしっかりと調査して、

それに応じた支援策について、市長のお考え

をお聞きいたします。 

●市長板東知文君 伊藤議員の質問にお答え

します。 

初めに、広報媒体の活用についてでありま

すが、本市におきましては、広報紙メロディ

ーをはじめ、様々な広報媒体を複合的に活用

し、それぞれの相乗効果を高めながら、情報

お伝えしております。最近は、新しい技術に

より、様々な広報媒体や情報通信媒体が開発

されているところでございます。こういった

ことも含め、国においては、コロナ後の社会

について、デジタルの推進ということで、ま

さに、仕事そのものあり方をＤＸ（デジタル

トランスフォーメーション）ですか、仕事を
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見直すきっかけにすべきであるという考え方

を示され、行政課題で進めているところでご

ざいます。こういったことを踏まえ、今後と

も世代や地域に関わらず、必要な方に必要な

情報がしっかりと行き届くよう、それぞれに

適した広報媒体の活用に努めてまいりたいと

考えております。 

次に、災害時における情報発信の考え方に

ついてでございます。災害時や緊急時におい

ては、市民の皆さんが必要としている情報、

迅速かつ正確にお伝えすることが重要だと考

えております。情報化につきましては、国の

補正予算、これはコロナの関係ですけども、

光ファイバーを農村地域中心に、いわば全地

域に敷設したということもございまして、そ

ういった情報格差を無くしながら、そういっ

た災害時でも、しっかり情報が伝わるよう、

また、求めることができるよう、環境作りに

努めているとこでございます。また、市のホ

ームページやフェイスブックなど、様々な広

報媒体を複合的に活用し、より積極的な情報

発信に努めてまいりたいと考えているところ

でございます。 

次に、市内経済への影響調査についてでご

ざいます。影響の度合いに応じた支援策につ

いてでございますが、今後の支援策につきま

しては、新型コロナウイルス感染症の影響で、

厳しい地元事業者の事業継続を下支えする必

要があると考えております。このため、国や

道の動向も見極めながら、地元商工会議所な

ど、経済団体との連携を強化しながら、１日

も早い事業活動を取り戻すことができるよう、

感染予防対策の徹底とともに、民間需要の喚

起を図る取り組みなど、地域経済へ波及効果

の高い支援策について検討し、今後とも切れ

目なく講じてまいりたいと考えております。 

●議長金子義彦君 次に、移ります。 

９番本郷幸治議員 

●９番本郷幸治議員（登壇） 令和３年第１

回市議会定例会にあたり、大綱３点について

市長並びに教育長に質問します。 

大綱１点目は、市民との協働のまちづくり

について、市長の政治姿勢についてでありま

す。令和２年と同様、これまでの市長発言に

ついて、質問させていただきます。 

昨年の９月５日付けの新聞報道で市長は、

新病院の基本構想策定にあたり、将来の高齢

化社会を見据えた在宅医療のあり方を基本構

想の中で明確にすると述べておりました。し

かしながら、このたび示された市立病院の基

本構想及び基本計画においては、在宅医療の

具体的な考え方については、何一つ述べられ

ておりません。市長はご自身が発言したこと

と、その行動とがなぜ違うのでしょうか。私

は、板東市長が市長に就任されてからの約２

年間で、発言とその行動の様々な違いを議会

の場で取り上げてまいりました。その一つに

は、進徳東団地のＴ氏と市長との対話におけ

る誤解を招くような発言、さらには市長ご自

身が進徳東団地へ説明に赴くと答弁しており

ながら、未だにこれを実行されてない件、そ

して更には、新聞報道における旧美唄工業高

校跡地の公営住宅建替えに関する白紙との発

言に対して、昨年の10月16日の地域医療調査

特別委員会の中で、白紙と発言したのか、し

なかったのかとの質問に明確な答弁がなかっ

たなど、様々なものがあります。私は改めて

市長に申し上げます。市民を代表する市長の
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発言とその行動には、それ相応の大きな責任

があると感じております。このようなことが

多くの美唄市民を混乱に陥れるばかりか、行

政運営そのものに支障をきたすと言わざるを

得ません。それゆえ、市長にはこのことを十

分肝に銘じ、責任ある発言及び行動を自覚し

ていただくことをお願い申し上げます。ただ

いま指摘した件に関して、改めて市長の考え

方を伺うとともに、将来の高齢化社会に向け

た市長ご自身が考える在宅医療とは、一体ど

のようなものであるのかについてお伺いしま

す。 

大綱の２点目は、この度の大規模水道事故

について、２月24日午後２時10分ごろ、美唄

水系のダムから取水する導水管が漏水して、

午後３時ごろ断水となりました。断水戸数は

市内全供給戸数10,117戸のうち7,729戸数と

未だかつてない大規模な事故が発生しました。

まさに緊急事態です。そこで、大規模水道事

故対策が速やかに、適切に、断水と赤水対策

にどのように対応されたのか。以下の点につ

いて市長並びに教育長にお伺いします。 

その一つ目は、広報関係について。 

一つ目、事故時の広報について。二つ目、

報道関係との連絡について。三つ目、被害状

況の公表について。四つ目、被害地区の広報

活動について。 

二つ目は、福祉医療関係に関する応急対策

について。 

その一つとして、社会福祉施設の被害状況

及び応急対策復旧対策について。二つ目は、

要援護世帯への飲料水の供給について。三つ

目は、市立病院内の非常体制について。四つ

目は、市内医療機関の応急対策、復旧対策に

ついて。五つ目は、事故時の医療用の水の確

保について。 

三つ目は、教育関係機関に対する応急対策

について。 

その一つとして、学校施設の応急対策につ

いて。二つ目は、社会教育施設の応急対策に

ついて。三つ目は、社会体育施設の応急対策

について。 

大綱３点目は、新型コロナウイルス感染症

対策について、医療従事者等ＰＣＲ検査助成

事業について。 

先の令和３年第１回臨時会において、令和

２年度補正予算として、医療従事者等ＰＣＲ

検査助成事業が可決し、採択されました。こ

れは関係職員に新型コロナウイルス感染症の

症状や疑いがあってから検査するのではなく、

無症状であっても、事前に感染していないか

を検査するための助成制度であり、当該職員

だけに留まらず、施設入所者、そのご家族、

関係者にとって大変大きな安心感を与えるも

のと大変評価をしております。そこで以下の

五点について、市長にお伺します。 

その一つ目として、ＰＣＲ検査の結果、仮

に陽性の疑いがある方が出た場合、どのよう

な手順で次のステップに進めていくのか。 

二つ目として、検査の結果が陽性か陰性か

の疑いについて、市にも検査を受けた方の情

報が提供されるのか。 

三つ目として、もし陽性の疑いが出た方が、

次は病院で検査により判定されることになる

と思いますが、その場合、病院で判定を受け

るのは、任意なのか、拒否することができる

のか。 

四つ目は、市は陽性の疑いが出た方をどこ
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まで追っていけるのか。 

五つ目は、高齢者や基礎疾患のある方をは

じめ、市民においても検査したいという声が

あることを承知しております。現段階では検

査する側の企業では、法人を対象とし、個人

を検査対象としていないと認識しております

が、当該企業と市が契約するなど、不安に思

う市民が検査できるような環境を整える考え

はないのかどうなのか。これらは市民の安全、

安心の観点からも具体的な流れについて、明

確にしておかなければならないものと考えて

おります。市長の答弁を求めます。 

二つ目、医療従事者等ＰＣＲ検査助成事業

の対象者についてではありますが、病床を有

する医療機関及び高齢者施設障害者施設の法

人となっておりますが、小中学校に通う生徒

の保護者から何件か、私のところに問い合わ

せがありました。ぜひ学校等でも、同様の事

前の検査を実施をしていただきたい。そこで、

以下三点について教育長にお伺します。 

その一つとして、学校において、仮に陽性

者が出た場合、誰が濃厚接触者と判断するの

か。もし、濃厚接触者とならなかった児童生

徒及び職員等に対して、どのような対処がな

されるのか。 

三つ目として、仮に何も対処をしないので

は校外児童生徒及び職員等はもとより、その

保護者、関係者にとって、非常に大きな不安

が残るものと考えますが、こうした時に、市

が濃厚接触者にならなかったすべての関係者

にＰＣＲ検査の助成をすれば、幾分かは不安

感を払拭できるんではないでしょうか。教育

長のお考えをお伺いします。 

以上でこの場からの質問を終わります。 

●市長板東知文君（登壇） 本郷議員の質問

にお答えします。 

私の政治姿勢ということでございますけど

も、初めに、在宅医療につきましては、現在、

策定を進めている「市立美唄病院建替え基本

構想・基本計画」が示す、誰もが住み慣れた

地域で自分らしい生活を続けられるよう、入

院医療や外来医療、介護、福祉サービスと相

互に補完しながら、患者の日常生活を支える

医療であり、地域包括ケアシステム等で不可

欠な構想要素であると考えております。なお、

在宅医療の推進に向けましては、認知症や感

染症の認定看護師の育成に取り組んでおり、

新年度からは「医療連携推進室」を設置する

とともに、入退院支援業務を行う看護師を配

置し、入院患者のスムーズな在宅医療につな

げてまいりたいと考えております。 

また、市営住宅の建替え計画におきまして

も、病院建替えの基本構想・基本計画が示す

在宅医療の考え方を踏まえながら、建替えに

向け、取り組んでまいりたいと考えておりま

す。公営住宅の建替えに向けた住民説明につ

いては、引き続き、進徳東団地を含め、他の

２団地も同様に関係する入居者の方々の意見

を伺いながら、私自身も必要に応じて各団地

へ出向くなど、各団地との連携を図りながら、

団地建設に向け、取り組んでまいりたいと考

えております。旧美唄工業高校跡地について

は、公営住宅の建設候補地の一つとして位置

づけており、今後も周辺住民の方々の意見を

伺いながら、建設に向けた検討を進めてまい

りたいと考えております。 

次に、広報の対応についてでありますが、

事故時の広報につきましては、自治会への電
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話連絡をはじめ、市ホームページや市フェイ

スブック、地デジ広報、広報車などを通じて、

市民の皆様へのお知らせに努めてきたところ

でございます。 

次に、報道機関との連絡につきましては、

適時プレスリリースを行い、各報道機関から

の取材についても随時対応したほか、２月26

日開催の市政記者懇談会において、事故の概

要について説明を行ったところでございます。 

次に、被害状況につきましては、随時、市

ホームページや地デジ広報等でお知らせした

ところでございます。 

次に、被害地区の広報活動につきましては、

最大６台の広報車で２月25日から３月３日ま

での間は適時、地区を移動しながら必要な広

報に努めたところでございます。 

次に、福祉・医療機関に対する応急対策に

ついてでありますが、社会福祉施設の被害状

況及び対応につきましては、断水により、入

浴を中止した施設が10施設、デイサービスを

中止した事業所が５ゕ所、終日閉鎖した作業

所が１ゕ所あったところでございます。なお、

各施設に対しましては、断水となる前に事故

状況や断水予定をお知らせしたほか、断水後

は状況に応じて、給水に努めてきたところで

ございます。 

次に、要援護世帯への水の供給につきまし

ては、高齢者の方には、市から介護事業者に

依頼し、介護事業者が訪問や電話連絡する際

に、復旧状況や給水場所等の連絡を行うとと

もに、自ら給水場所へ行けない方に対しては、

市や介護事業者により、水を配送したほか、

配食サービスを実施する事業所にも協力を依

頼し、利用者に水を配送するなど、要援護世

帯の支援に努めたところでございます。また、

障がい者の方につきましては、ケアマネージ

ャー等から連絡がありました、身障者世帯向

け公営住宅に水を配送したほか、民生児童委

員や町内会役員の中には、市ホームページの

内容を周辺住民にお知らせし、見守りが必要

な高齢者のお宅に水の配送のご協力をいただ

いたところでございます。さらに、断水該当

地区の乳児がおります世帯で協力者が不在の

ため、支援を要する世帯及び出産直後の世帯

のお知らせや状況確認を行うなど、要援護世

帯の支援に努めたところでございます。 

次に、市立美唄病院につきましては、市消

防本部のポンプ車による給水支援を行い、入

院や透析外来に支障が生じないよう、対応に

努めたところでございます。 

次に、市内医療機関への給水体制につきま

しては、市立美唄病院と同様に受水槽のある

医療機関については、岩見沢消防署等の協力

を得て、給水活動を行い、医療に支障がない

よう、対応に努めたところでございます。 

次に、医療用の水の確保につきましては、

受水槽の無い医療機関には、必要に応じて給

水袋にて水を配送し、対応したところでござ

います。なお、歯科医院につきましては、８

ゕ所の歯科医院が休診したと報告を受けてい

るところでございます。 

次に、新型コロナウイルス感染症対策につ

いてでありますが、医療従事者等ＰＣＲ検査

助成事業につきましては、新型コロナウイル

ス感染症が発生した場合に、施設における影

響が極めて大きい病床を有する医療機関及び

高齢者や障がい者が入所する施設の職員等を

対象として、施設管理者が自主的にＰＣＲ検
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査を行う費用に対し、助成するものでありま

す。この場合、感染症予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律に基づき、疫学調

査や入院等の指示を行う保健所とは異なり、

市には新型コロナウイルスについての指示や

調査等の権限はないところでございます。こ

の度の助成対象とする民間事業者が行うＰＣ

Ｒ検査は保健所の指示のもとで実施する行政

検査とは異なり、あくまでも施設管理者が自

ら取り組む、いわゆる自費検査となっており

ます。このため、陽性の疑いがあることが発

生した場合には、法令に基づき、施設管理者

としてその後、必要な対応を行っていただく

こととしており、検査機関の報告も検査、申

し込みをされた施設管理者にのみ通知され、

市に対しての報告はないところであります。

また、市の医療従事者等ＰＣＲ検査助成事業

実施要綱では、「陽性の疑いがある職員がいた

場合は、当該職員の医療機関受診を勧めるな

ど、感染拡大防止のための適切な処置を行う」

ことを求めており、施設における自費検査の

実施は、感染症発生やクラスター予防のため

の取組として、施設管理者において対応が行

われることとなっております。このため、今

回の助成事業の目的は、あくまでも病院や入

院、入所施設等において感染が発生した場合

に、クラスターになるなど、極めて影響が大

きい病院、施設の職員等を対象としており、

市民の皆様、全てを対象とした事業としては、

現時点では考えていないところでございます。

なお、ＰＣＲ検査につきましては、国におけ

る行政検査でございますけども、これにつき

まして、私としましては、国の責任において

しっかり取り組むべきものと考えてございま

す。 

●教育長天野政俊君（登壇） 本郷議員の質

問にお答えいたします。 

初めに、学校施設の応急対策についてであ

りますが、南美唄小学校、南美唄中学校を除

く市内の４小中学校については、断水になっ

た翌日、貯水槽に赤水が入り込まないよう、

取水栓を閉栓し、その後は随時、貯水槽の水

量の確認を行い、必要に応じて消防本部に依

頼し、給水を行っていただき、児童生徒の学

校生活に影響が出ないよう、努めたところで

あります。また、断水が解消された後は各小

中学校の簡易水質検査を実施し、赤水が解消

されたことを確認した後、取水栓の開栓を行

い、給水管からの通水を行ったところであり

ます。なお、この断水における臨時休業など

の措置は行わなかったところであります。 

次に、社会教育施設での応急対策について

でありますが、郷土史料館、市民会館、図書

館及び安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美

唄については、「トイレ等の使用制限」につい

ての掲示を行った上、緊急時のトレイ利用や

飲料水のため、ポリタンクで水の確保を行い、

水利用の制限はあったものの、通常開館時間

での施設運営を行ったところであります。ま

た、中央小学校区放課後児童施設については、

断水の状況を保護者に連絡した上で、トレイ

利用や手洗い、飲料水の確保を行い、通常の

開設時間で運営したところであります。 

次に、社会体育施設での対応についてであ

りますが、総合体育館及び温水プールについ

ては、貯水槽が大きいことから、トイレや水

利用を制限しない通常開館としたところであ

ります。また、体育センターと弓道場につい
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ては、水利用の制限はあったものの、通常の

開館時間での施設運営を行ったところであり

ます。なお、郷土資料館、安田侃彫刻美術館

アルテピアッツァ美唄、総合体育館及び体育

センターについては、それぞれのホームペー

ジで断水による水の使用制限等についてのお

知らせをしたところであります。 

次に、新型コロナウイルス感染症について

でありますが、はじめに、学校において陽性

者が出た場合の濃厚接触者の判断につきまし

ては、保健所が感染者等から必要な情報を収

集し、特定されるものであります。 

次に、濃厚接触者とならなかった児童生徒

及び教職員等に対しての対処につきましては、

通常の登校、勤務となりますが、文部科学省

が作成する、「学校における新型コロナウイル

ス感染症に関する衛生管理マニュアル」にお

いて、保護者から感染が不安で休ませたいと

の相談があり、感染経路のわからない患者が

急激に増えている地域であるなどにより、感

染の可能性が高まっていると、保護者が考え

るに合理的な理由があると校長が判断する場

合は、「校長が出席しなくても良いと認めた

日」として取り扱うものとされているところ

であります。 

次に、ＰＣＲ検査についてでありますが、

新型コロナウイルス感染症については、児童

生徒のみならず、多くの方が不安を抱いてい

るものと考えておりますが、この度の助成事

業では、児童生徒などが対象となっていない

ことから、現時点では、検査を実施すること

は難しいものと考えているところであります。 

●９番本郷幸治議員 ただいま一通りご答弁

をいただきました、ありがとうございます。

自席から何点か再質問をさせていただきます。 

その一つ目は、まず、大綱１点の市長の政

治、市政についてでありますが、在宅医療の

考え方は今後、建替えを予定している公営住

宅や本市に住宅を所有し、もしくは、これか

ら住宅を構えようとしている多くの市民に 

とって、目指すべき基本となると私は考えて

おります。このような大切なこれからの住宅

づくりに関わる考え方については、当然、医

療等の市民委員会など、多くの市民意見を踏

まえ、その考え方を明確に、さらには広く普

及することが重要になるのではないでしょう

か。市長も一度は、新病院の基本構想の中で

在宅医療のあり方を明確に示すと述べている

のですから、その発言に責任を持った行動を

とっていただきたい。私は在宅医療の考え方

を市立美唄病院の基本構想をやり直すべきと

提案をさせていただきます。ですから、新年

度に予算計上しています病院の基本設計費を

一旦取り下げるなど、様々な点について、ど

のような対応で今後進めていく考えなのか。

そして、これは市民と協働のまちづくりの観

点からも同感だと言えます。市長の考え方を

お伺いします。 

次に２つ目は、この度の大規模水道事故が

24日に発生しまして、私のところに翌日25日

からの問い合わせで一番多かったのが、広報

車が果たして巡回しているのか。また、声が

全く聞こえないとのことでした。そこで、以

下の３点について確認をさせていただきます。

また、どのように対応したのか。これをお伺

します。 

１つ目として、広報車のドライバー及びア

ナウンサーは、どなたが対応されたのか。最
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大６台という答弁もありました。 

二つ目として、巡回した時の巡回車、広報

車のスピードは何キロで走行したのか。 

三つ目、夏場と違って、冬の大雪の環境で

住宅の窓は、ほとんど閉まっております。さ

らに道路の脇が雪の壁、雪によりアナウンス

の声が吸収されます。そこで、広報車を停め

てお知らせしたのか、どうだったのか、お伺

します。 

●市長板東知文君 本郷議員のご質問にお答

えします。 

初めに一点目、在宅医療についてでござい

ます。在宅医療につきましては、市民委員会

からは、本市の医療は、超高齢社会の現実を

直視し、超高齢社会のフロントランナー美唄

として治す医療、いわば、病院完結型医療か

ら治し支える地域完結型医療への転換を図る

必要があること。そのためには、プライマリ

ーケアの充実を図り、できる限り住み慣れた

地域で安心して生活を継続し、尊厳を持って、

人生の最後を迎えることができるよう、在宅

医療の充実や他職種連携の推進、人材の育成

などを美唄らしい地域包括ケアシステムの構

築を推進していくことが喫緊の課題であると

提言をいただいたところでございます。こう

した市民委員会からの提言を踏まえ、在宅医

療を推進することを含め、この度の基本構

想・基本計画の策定にいたった経過でござい

ます。今後、プライマリーケアの充実を図り、

在宅医療を推進するなど、美唄市らしい地域

包括ケアシステムの確立に向け、病院建替え

の基本設計に取り組んでいくことになります

が、質の高い在宅医療を提供していくために

は、医療、介護、生活支援はもちろん、住ま

い、住宅も含め、相互に連携し、一体的に提

供していくことが重要であり、今後とも、市

民が安心した医療を受けることができる体制

づくりをしっかりと進めてまいりたいと考え

ています。なお、地域医療を進める上での様々

な課題等につきましては、在宅医療に関して

は、医療提供側から見ますと、在宅医療に熱

意のある医師の確保が必要であること。24時

間対応の訪問看護師が必要であること。それ

から、患者の急変時や家族の介護疲れを癒す

ための、いわゆるレスパイトケアのための後

方支援病床が必要であること。この３つが最

も基本的な使用条件として言われているとこ

でございます。一方、患者から見ますと、在

宅医療に対する不安要件としましては、介護

負担の不安、逆に家族に負担がかかるのでは

ないか。それから２点目は、急変時、病状が

変わった場合、急変したときの対応はどうな

っているのか。それから３つ目に、在宅医療

での実際のサービス、いわゆる往診してくれ

る医師の有無や信頼、訪問看護への不安、こ

ういったことが現実的に多くの地域で課題と

なってきてございます。そのためには、様々

な解決すべき課題があると思いますけども、

当然、在宅医療ですので、かかりつけ医とい

う言葉も問題になってきます。そういう意味

では医師会との良好な関係、それから在宅医

療に積極的な医師の存在、それから、訪問看

護職の高いモチベーション、それから、地域

における在宅医療支援病院での意思的な受け

入れ、担保ということがあげられてございま

す。レスパイトケアにつきましても、新しい

病院の構想の中で明確に謳っているところで

ありまして、在宅医療につきまして、今後と
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も、しっかり地域包括ケアシステムの核とな

る医療となりますので、しっかりご指摘のあ

ったことを含めて、具体的にこれからも４月

に予定されます市民説明、それからさらにい

ろんな形の市民を通じたお知らせ等、懇談会

を含めてしっかり地域医療のありようについ

ては、具体的にわかる形で姿を示してまいり

たいと考えてございます。 

それから、２点目の大規模水道事故の広報

の対応についてでございます。広報車の運転

及びアナウンスは市の職員が対応したところ

でございます。 

次に、巡回時のスピードでございますけど

も、基本的にマニュアルに基づき、その後、

アナウンスが聞きやすくなるよう、５キロメ

ートル以内にスピードを落とし、適時広報車

を停めてお知らせしたところでございます。

こういう形で、今回は取り進めたものでござ

います。なお、市民の皆様からアナウンスが

聞こえづらいといったお声が寄せられており

ますので、今後どのような形で改善に向けて

取り組みをするか、しっかりと検討してまい

りたいと考えてございます。 

●議長金子義彦君 一般質問中ではあります

が、午後１時10分まで休憩いたします。 

 

午前１１時５３分 休憩 

午後 １ 時１０分 開議 

 

●議長金子義彦君 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

山上議員の質問から入ります。 

４番山上他美夫議員 

●４番山上他美夫議員（登壇） 令和３年度

第１回定例会において、大綱３点、市長並び

に教育長に質問いたします。 

まず、大綱第１点目でありますが、美唄市

の中心市街地の空洞化について市長にお伺い

いたします。 

美唄の中心街は、道道美唄富良野線の沿線

に大型店の出店があり、国道両側は商店街の

空き家、空き地が非常に目立ち、当市の顔で

もある中心街としての魅力にはなはだ寂しい

状況であります。町並みや都市景観が良いと

いう事は、住む人々にも喜びが持てることで

あり、国は、都市景観大賞というコンテスト

を設けて、都市の景観を快適さ、そして美し

さ、さらに個性づくりという観点から審査、

表彰し、都市機能や景観の改善を啓蒙してお

ります。しかし、美唄市においては特に、国

道の両側の空き家、空き地が目立ち、都市機

能も都市景観も十分といえる状況ではありま

せん。中心街の衰退は美唄に限らず、他の都

市でも見られる現象ではありますが、このま

までは、今後の人口減少とともに、中心街の

衰退にますます、拍車がかかることが予想さ

れます。今から中心市街地の再生計画を立て、

少ない人口でも便利で快適で、なおかつ美し

い中心市街地の再生を目指さなくてはならな

いと考えております。国土交通省の資料によ

れば、活性化している都市は、中心部の人口

密度が高く、公共施設が集中立地していて、

公共交通ネットワークが整い、都市機能施設

に徒歩でアクセスできることが活性化してい

る都市の現状であるとうたっております。そ

のようなことから、道内でも過去を含めて、

岩見沢市や砂川市などで、道内10市が中心市

街地の活性化のために、国の認定を受けて、
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中心街再生に取り組んでいますが、美唄市に

おいても、市民が生き生きと行き交う中心街

の再生の計画をお持ちなのか、市長に考えを

お伺いいたします。 

続きまして、大綱２点目、市立病院の建設

について市長にお伺いいたします。 

今年の２月に提示されました、市立美唄病

院が建替基本構想・基本計画素案では、市立

美唄病院の開院が当初計画より早まり、令和

５年度末の開院となったことは、新病院の早

期開院を待ち望む市民にとっては、大変喜ば

しいことであると考えております。その素案

の中で、建設にいたるまでの整備手法につい

て、当初、施行分離方式、ＰＦＩ方式、デザ

インビルド方式、ＥＣＩ方式の４通りの整備

手法が提案されておりました。しかし、２月

の素案の中では、デザインビルド方式とＥＣ

Ｉ方式の２通りに絞られたとの記載がありま

した。絞られた整備手法は、工期の短縮と建

設コストの削減を考慮しての選択ではなかっ

たかと考えますが、２つの整備手法のメリッ

トについてお尋ねしたいのが、一点。 

絞られた２つの整備手法で設計施工を進め

た場合には、市内の建設業者、設備業者が参

入する機会はあるのか。以上２点について市

長にお伺いいたします。 

さらに、現在策定中の第２次産業振興計画

素案では、第６章で地元企業の安定経営や雇

用維持の実現に向けて、入札、契約に関する

制度や運用について改善を進め、地元企業の

受注機会の拡大を図るとあります。さらに、

先月24日に起きた美唄ダムと美唄市浄水場の

送水管事故による断水も地元業者の迅速な対

応があって、解決ができたことであると考え

ております。このように、市内建設及び設備

業者があってこそ、市内のインフラが整備、

維持されることを考えれば、それらの事業者

を存続させることも、市の責務であると考え

ております。その為に、市の公共事業を地元

業者が受注することは、結果として、雇用や

企業経営の安定化につながり、市民生活の安

心度も高まると思いますが、地元業者の参入

について、どのようにお考えなのか。お伺い

したいと思います。 

大綱３点目であります。青少年育成基金に

ついて、お伺いいたします。 

青少年育成基金の令和元年度残高は、約１

億1,000万円ほどありましたが、令和２年度は

ふるさと納税が大幅に増えたこともあり、青

少年育成基金の残額は、前年度から4,000万円

ほど増えまして、１億5,000万円以上になると

思います。しかし、青少年育成事業の執行額、

予算額は令和２年度、そして、令和３年度の

いずれも変化なく、基金残高に比べて、その

執行額は少なく、今後の基金残高はますます

増えていくのではないかと考えております。

美唄市は人口減少や少子化により小中学校が

統廃合されている状況ですが、市としては、

今後も子供たちが生き生きと育ち、活動する

機会を提供して、子ども達が住んでいたいま

ちだと思える支援を行う義務と責任があると

思います。これらを踏まえて、増え続けてい

く青少年育成基金を今後どのように活用して

いくつもりなのか、教育長にお伺いいたしま

す。 

２点目として、昨日、同僚議員も質問され

ていましたが、市内の高校についてお伺いい

たします。 
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令和３年度予算案に美唄市内高等学校支援

事業で、市内高校の定員確保のために、市内

高校へ支援が75万円を計上とありました。し

かし、その程度の支援額で高校の定員確保や、

魅力ある高校づくりに効果があるのか。はな

はだ疑問を感じるところであります。今年度

の市内の高校の受験者数は、推薦入学を除い

た尚栄高校の定員78人に対して、47人の応募

であり、また、聖華高校は40人の定員に対し

て、24人の応募であったと、新聞報道されて

おりました。受験生が大幅に定員割れをして

いる状況は、今後の高校の存続にも関わる事

柄であり、とても、憂慮される事態でありま

す。どこの自治体においても、高校の存続が

重要な課題であり、多くの自治体が様々な支

援策をしており、例えば日高高校では、市が

条例まで制定をして、その内容は、バス乗車

期間４キロ以上の生徒には、バスの定期運賃

の８割補助、さらには、教科書無料支給、そ

して、新入学生徒の制服の２分の１補助、下

宿費など、補助の２分の１、そして、夜間給

食の補助２分の１、規程で定める検定に合格

した生徒の検定の検定料を助成、そして研修、

修学旅行参加費２分の１補助、さらには、地

元就学祝い金３万円、大学進学祝い金３万円、

その他にも手厚い支援をしております。美唄

も受験生に選ばれるような魅力ある高校を構

築するために、支援や生徒への大胆な支援策

を行う必要があると考えますが、その原資と

して、青少年育成基金などの活用をする考え

はあるのか、教育長にお伺いしたいと思いま

す。 

●市長板東知文君（登壇） 山上議員の質問

にお答えします。 

中心市街地の空洞化についてでありますが、

市街地の空洞化が進んでいる本市にとって、

中心市街地の活性化を図ることは、まちの暮

らし、賑わいを創出し、地域を活性化する上

で、大変重要なことと認識しております。こ

うした事から市としましては、令和３年度に

おいて「第７期美唄市総合計画」に基づき、

地域おこし協力隊を増員し、賑わい創出のた

めのイベントの開催などにより、誘客の促進

を図るとともに、昨年11月に統合、設立され

た「びばい商店街振興組合」が取り組む、賑

わい創出事業に対して、支援を行ってまいり

ます。また、商工会議所や関係機関などと連

携を図りながら、中小企業等振興条例に基づ

き、創業支援をはじめ、事業継承、中心市街

地の空き店舗対策を図るなど、魅力ある商店

街づくりや安定した経営ができる商業環境づ

くりに努めてまいります。さらに、美唄なら

ではの「食」や「自然」、「歴史」、「文化芸術」

などのすばらしい地域資源を活用して、新た

な体験メニューづくりを進め、美唄市を訪れ

る関係人口や交流人口の創出・拡大を図ると

ともに、中心市街地やその近隣である郷土史

料館への回遊を促進してまいりたいと考えて

おります。 

次に、病院建設の整備手法と、地元業者の

参入についてでありますが、整備手法につき

ましては、大規模な事業の契約にあたっては、

価格だけではなく、施工技術、地域貢献の方

策を含めた提案とあわせ、受注者が蓄積して

いる技術やノウハウを有効に活用し、建設コ

ストの削減、工期の短縮と機能・品質の向上

が可能となるデザインビルド方式やＥＣＩ方

式を基本に検討を行っているところでござい
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ます。 

次に、地元業者の参入の機会につきまして

は、公共工事の発注において、共同企業体へ

発注する大規模な工事では、地元業者がその

構成員となれるよう、建設工事共同企業体運

用基準を定めているところであり、その主旨

に沿って、対応してまいります。 

次に、地元建設業者・設備業者の受注と産

業振興についてでありますが、建設産業は地

域における経済・雇用、地域の活力を左右す

る重要な産業であり、災害時の緊急対応など、

地域の安心・安全の確保に大きな役割を果た

していることから、地元業者が地域産業の中

核として、持続的に発展することができるよ

う、参入されることが望ましいと考えており

ます。 

●議長金子義彦君 ただいまの山上委員の質

問ですが、言い回しとしまして、３番目２つ

目とありましたけれども、質問要旨の３の

（１）に含まれる形で報告となっております

ので、教育長の答弁を求めます。 

●教育長天野政俊君（登壇） 山上議員の質

問にお答えします。 

初めに、青少年育成基金についてでありま

すが、令和３年２月末時点での寄付金の納付

額は、4,292万2,000円となっており、令和２

年度末の基金残高の見込みについては、１億

5,000万円前後になるものと予想していると

ころであります。その要因といたしましては、

ふるさと納税による寄附額が増加したものに

よるものであります。また、令和３年度の基

金からの繰入金につきましては、1,089万

4,000円となっており、令和２年度の基金繰入

金予算額678万7,000円と比較して、410万

7,000円の増となっており、青少年育成事業の

拡充に努めているところであります。基金繰

入金を活用した事業といたしましては、ジュ

ニア・チャレンジスクールの事業や放課後児

童対策事業等の10事業に395万4,000円、補助

金での支援事業として、小中学生の大会派遣

やスポーツ少年団等に対する７事業に694万

円を計上し、学校教育、生涯学習やスポーツ

など、様々な事業に対して、充当していると

ころであります。今後におきましても、教育、

文化及びスポーツ関係団体などのご意見をお

伺いしながら、事業の充実に取り組んでまい

ります。 

次に、基金を活用した高校支援についてで

ありますが、本市においては、平成28年度か

ら基金を活用し、市内２校の高等学校に対し

て、教育活動に要する経費の一部を支援する

ほか、生徒の進学模擬試験、資格取得にかか

わる検定料や学校のＰＲ活動に要する経費の

一部を補助しているところであり、この支援

を継続して行ってまいります。市内高等学校

については、まちの活力づくりや、地域の活

性化といった大きな役割を担っていただいて

いることから、今後におきましても、両校の

意向をお伺いしながら、市長部局と連携して、

必要な支援を行ってまいりたいと考えており

ます。 

●４番山上他美夫議員 自席から再質問をさ

せていただきます。 

中心市街地の空洞化についての再質問でご

ざいます。国では、中心市街地を生活拠点と

して再生しましょうと、中心市街地活性化法

の活用を推進しております。今現在、美唄中

心街は空き家、空き地が多く目立ち、その多
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くは持ち主不明や放置物件であり、昨日も大

通りの空き家と家具店の倒壊事故がありまし

たが、その空き家は持ち主不明で個人情報保

護という制約から、手もつけられない状況で

あり、再開発の障害となり、衰退に拍車をか

け、景観も著しく悪くなる一方であります。

これらの状況を改善するために、行政が積極

的にリーダーシップをとらなければ、民間活

力を呼び込み、そして、まちづくりのきっか

けを作ることはできません。解決の道は遠い

と思いますが、国が定める中心市街地活性化

法は、中心市街地を生活拠点として、再生し

ましょうとうたっており、様々な支援策が用

意されております。人口減少で美唄市は今年

度中には２万人を割り、10年後には１万5,000

人、20年後には１万人になるという事がほぼ

確実な状況でありますが、今こそ、この時に

10年、20年先を見据えた中心市街地のあるべ

き姿を描いていかなければ、未来の美唄市は

魅力の無い、錆びれた、がらんとした田舎町

になることは確実であります。中心市街地活

性化法では、法律税制の特例や補助事業によ

り、重点的に支援を実施しますとうたってお

り、その支援策はたくさんありますが、暮ら

し、賑わい再生事業、都市整備再生事業の補

助、交付金、そして社会福祉施設等設備整備

費補助金などのたくさんの補助金制度があり

ます。中心市街地活性化法を活用して、魅力

ある中心街の再生が必要であると思いますが、

市長の考えを改めてお伺いいたします。 

●市長板東知文君 山上議員の質問にお答え

します。 

中心市街地の活性化基本計画についてであ

りますが、現在、道内では帯広市、岩見沢市、

富良野市の３市が計画に基づき、いわゆるハ

ード整備とソフト事業の両面の取組が進めら

れているところでございます。これまで、本

市におきましては、平成18年に地元商工会議

所が中心となって、商業者や金融機関、市役

所などから構成される「市街地活性化協議会

設立準備会」が設置され、協議した経過がご

ざいますが、施設整備の投資効果や将来の採

算性などの課題もあり、今日まで計画策定や

協議会の設置にまではいたらなかったところ

でございます。今後、市としましては、これ

までの経過を踏まえ、商工会議所や商店街組

織を通じて、地元商業者の意向を十分確認す

るなど、今後の取り進め方ついて、しっかり

と協議してまいりたいと考えております。 

●議長金子義彦君 次に移ります。 

10番紫藤政則議員 

●10番紫藤政則議員（登壇） 私は質問通告

に従いまして、子育て支援行政と水道行政、

そして教育行政の大きく３点について、市長

並びに教育長にお尋ねしたいと思います。 

最初に、子育て支援行政の中の子どもの貧

困対策についてであります。子どもの貧困対

策につきましては、政府が重い腰を上げまし

たのが2013年であります。2019年には対策法

が改正をされまして、子どもの貧困対策の市

町村に計画策定への努力義務が明文化された

わけであります。先の市政執行方針で市長は、

実態調査を行うということを明らかにされま

した。私は、このことを高く評価して、以下、

子どもの貧困対策、実態調査を中心にした内

容について、お尋ねをしたいと思います。 

最初に、検討経過であります。通常、検討

にあたっては、ボトムアップとか、トップダ
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ウンとかありますけれども、どんな端緒で今

日まで経過をされたのか。 

それから２つ目は、実態調査概要でありま

す。目的期間、対象実施期間と、これらをお

示しください。 

そして３つ目に、今後のスケジュールであ

ります。実態調査は情報の収集の一環であり

ますから、この実態調査をもとに、具体的な

政策に反映をする、こういうつながりがある

わけであります。今後のおおまかで結構です

が、どんなスケジュール、施策に反映してい

くのか、お示しいただきたいと思います。 

４つ目ですが、美唄市においても、特にこ

の国の貧困対策推進法にこだわらず、既に

様々な子どもに対する対策がとられておりま

す。今回、質問をします教育行政で進めてお

ります就学援助等もそうでございます。これ

らの子どもの貧困対策につながる施策という

のは、どういうものが実施をされているのか、

お示しいただきたいと思います。 

２つ目、水道行政について伺います。大規

模水道事故につきまして、市長は３月５日、

市政報告で安定供給に向けた復旧工事に早期

着手すると。あわせまして、水道事故調査検

討委員会を設置して、原因の究明と事後処理

の万全を期してまいりたいということを報告

しております。私は、安定供給というのが一

体、何を指すのか。その安定供給がなされる

までに必要な対策と、事故調査検討委員会の

あり方について、以下お尋ねをいたします。 

安定供給の目途であります。この目途につ

きましては、具体的にいつ頃を目途にしてい

るのか。安定供給というのはどういうことか

含め、どんな対策を講じるのか、必要な対策

についてお答えをいただきたい。 

２つ目は、事故調査検討委員会についてで

あります。立ち上げの時期とか、具体的にど

んな調査ですとか、メンバーはどうなるのか。

これらの調査内容ついて、お答えをいただい

きたい。 

それから水道行政の２つ目は、水道の３事

業と計画行政についてであります。上水道、

工業用水道、下水道、いわば水道３事業。言

わせていただきますが、ここで今抱えている

課題と将来構想、そして、個別計画策定につ

いて、必要性をどのようにお考えになってい

るのかであります。工業用水、上水、下水、

それぞれ方向性と課題について答えていただ

きたいのと、あわせまして、７期総合計画が

４月からスタートをするわけであります。総

合計画はこれが根っこの計画、大もとでござ

いまして、それに中間計画と個別計画で構成

をされています。今まさに、市民の皆さんに

個別計画のパブリックコメントラッシュであ

ります。これらの整合性を図りながら、まち

づくりを進めていくということになっていま

すが、この７期総合計画、基本計画、前期計

画、ここの個別計画の中には、これから下水

道の水洗化を増やしていくというような視点

での流域の公共下水の整備計画が載っており

ますけれども、その他の水に関しては、個別

計画が見当たらないわけであります。今回の

事故を通じて、改めてこれは何故かという感

じがあります。公共施設の総合管理計画で、

インフラの長寿命化計画というのが出されて

おりまして、これには膨大な所要額が出され

ております。年間平均すると50数億、これは

その中に水道とか、下水とか、どれぐらいの
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ウエイトを占めているのか、そこでは分から

ないわけであります。こういった将来の方向

性というものが我々、目に触れることができ

ないわけであります。このことについて、市

長、その必要性があるのであれば、その内容

と、ないのであれば、策定に向けた必要性に

ついて、お答えをいただきたい。 

最後は、教育行政であります。教育行政に

ついては、就学援助、学校徴収金、学校給食

に関して、お尋ねをします。私は2019年の12

月にも同旨の質問をしております。そして、

教育長も教育行政執行方針でこれらについて、

一部触れられています。順序は別になります

けれども、就学援助に関しましては、就学援

助の拡充を図るということである。私は、2019

年の12月の一般質問のときに、基準の倍率の

引き上げもご指摘をさせていただきました。

それから、認定の対象になる様々な費目、学

習費の費目の拡大についてもお話をさせてい

ただきました。現在、これらが一部組み入れ

られて、前進を見ているわけですが、これら

をさらに拡大をしていくという視点で就学援

助に関して、以下お尋ねをいたします。 

援助要件の緩和についてであります。２年

前にお話をしたときに、同様のお話をしてい

ますが、認定の基準倍率は現在1.15でありま

す。要綱、いわゆる生活保護基準の生活扶助、

そして教育扶助、それから住宅扶助、これら

の補助基準の1.15を準用保護として制度化し

ています。管内の状況というのは、大体1.3

が相場であります。これは中身によって単純

に率で見られない場合もあるかもしれません

けど、私はこれを他市なみの1.3まで引上げて

くださいとお話をしました。これらについて、

予算の教育行政執行方針では、拡充をすると

いうお話であります。これらの考え方につい

て、お示しをいだきたいと思います。 

次に、制度周知方法の改善であります。必

要な人に必要な支援を届ける。これがきちっ

とできているのかということで、そのために

何が大切かであります。学校中心の取り組み

になろうかと思います。先生方への就学援助

制度に関する研修、さらには、保護者に対す

る説明会の開催、それから、市の広報、２月

の広報だったと思いますが、これに周知がさ

れております。これも中身を見て、制度の内

容を理解し、そして、十分な理解されている

かということかが大事なんですが、そこまで

されているかどうか、非常に疑問であります。

こういった周知方法について改善を要するだ

ろう。それから申請の手続でありますが、学

校を通じて関係書類が届けられるとあります

し、直接、教育委員会事務局に来て、申請手

続き書をもらって、そして教育委員会の申請

を受け付けると。これらは、明確に何月何日

までとは記載をしておりますが、随時の受付

に関する記載がありません。どこかの刷り物

には書いているのかもしれません。少し、こ

の手続に関しても改善を要するだろうという

思いで、その考え方についてお尋ねをいたし

ます。 

次に、情報の共有と連携であります。支援

につなげる、必要な人に必要な支援をという

ことであります。制度を生かすために、それ

ぞれの情報を共有して連携していく、教育委

員会内部だけではないと思います。それから

学校にもソーシャルワーカーさんがおられま

す。こういった方々との連携と、子ども達の
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サインを見逃さない体制といいましょうか、

支援の必要な子どもたちを見つけ出す、そう

いう体制が必要だろうと思いますので、お考

えをお示しいただきます。 

４つ目でございますが、制度運用規定の整

備であります。ご案内のとおり、これは補助

事業でスタートしておりました。生活保護に

ついては、生活保護法がベースにありますけ

れども、準要保護についても要保護、準用保

護の関係法令がありまして、そこで一定の補

助を国がきっちり見ていた、それがいつの間

にかというよりは、一般財源化と称しまして、

それぞれの自治体の自治事務になりました。

それぞれの考え方で、就学援助の事業という

のが成り立つようになったわけであります。

この財源措置に関しましても、非常に少ない

額、いつの間にか交付税の需要額を見ても少

ない枠に抑えられて、地方に権限も財源もい

っているわけではない。しかし一方で負担が

大きい、こういう状況になっております。で

すから、実施に向けては、自治体が、市教委

も、自治事務として主体的にこの問題につい

て考え方を明らかにする。教育委員会の中で

合意形成を図る。そして方向づけをするとい

うことも大事であります。これらのために制

度運用規定、私はここに条件かつと書いてい

ますが、間違いでして、条例化と読み直して

いただきたいと思いますが、現在ある実施要

綱を条例化に転換をする、そういう内容で整

備を図るべきだと。あわせて、手引書をきち

っと作って、担当する職員はもとより、学校

なり、それから発信する情報は保護者に遺漏

のないように、間違いのないように届くよう

な体制をつくるべきだと思いますが、お考え

をお示しください。 

学校教育行政の２つ目は、学校徴収金につ

いてであります。文科省は２年に一度、学習

費調査というのを行っておりまして、これは、

どれだけ学校にお金を納めているかと、あわ

せまして、これは学校外の活動も入っており

ますが、最近の例でいきますと、人口規模５

万人未満の公立小学校でありますが、年間26

万2,000円という数字が示されています。中学

校で39万5,000円かかっていると言われてい

ます。この学習費調査の大きなウエイトを占

めていますのが、これは学校外の活動という

こと、塾とか、そういったものです。小学校

で10万4,000円、中学校で19万円かかってとい

うことです。家庭においては、多額の負担が

義務教育にかかっているという状況でありま

す。この負担状況を前提にいたしまして、こ

れらの負担を軽減する方策というのを考える

べきであろうということであります。私は申

し上げるまでもなく、義務教育は無償とする

という憲法の定めがあります。しかし、現実

に、いわゆる授業料のジャンルついては無償

であるが、学校に係る教材費とこれらについ

ては、私費負担ということも文科省がその基

準を示しています。私は、この扱いは何より

もなくしていくというのが正しいやり方だと

思いますが、現実はそうなっていない。お伺

いしたいことは、公費、私費の負担基準と負

担状況であります。美唄における公費と私費

の負担がどのようになっているのか。そして、

平均的な負担額はどのようになっているのか、

基準も含めてお答えをいただきたい。 

２つ目は、児童生徒一人あたりの学校配当

予算と他市比較であります。この私費負担が
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伴うということは、学校配当予算で変わって

くるわけであります。いわば、教育費の中の

需用費とか、備品購入費とか、こういうもの

を各学校に配当するわけでありますが、この

さじかげんで保護者負担が変わるという状況

であります。この辺が他市と比較して、どの

くらいの状況になっているのか、お示しいた

だきたいと思います。 

教育行政の最後でありますが、学校給食の

あり方についてお尋ねをいたします。児童生

徒の減少などに伴う学校給食の今後を見据え

た学校給食事業についてであります。学校給

食につきましては、これも教育行政執行方針

の中に、令和４年度から公会計制度導入に向

けた取り組みを進めると、準備をするという

ことであります。それから、給食費の一部負

担の助成についても取り組むということが記

載されています。前進をした、私はそう思い

ます。評価をさせていただきたいと思います。

そこで、公会計化、これは例えば学校におけ

る業務量が減少すると、削減につながるとい

う意味合いもあって、働き方改革にもつなが

るものであります。この公会計化の検討状況、

具体的にどんな検討をされているのか。そし

て、既に４年度から導入ということでありま

すが、課題をどのように押さえて、この辺も

含めた今後の見通しをお尋ねいたします。 

２つ目は、自校調理方式の考え方でありま

す。センター方式を自校調理に転換できない

かということであります。この給食の方式に

ついては、既に様々なご発言等も私は聞いて

おります。そこで、来年の４月段階で、この

学校も小学校、中学校、それぞれ東西に１校

ずつということになるわけです。子どもの数

も大きく減少をいたします。今年は国勢調査

でありますから、具体的な数字は後ほどでる

でしょうけど、現在、年少人口を見ても、こ

の年少人口からの減少率が人口相対よりも非

常に早い減少です。子どもの数が、子どもの

顔が見えなくなるような事態になる。こうい

うことが想定をされています。磨き上げなけ

ればならない金のたまごでありますから、子

供達の給食をどのようにしていくのかという

のは、こういった学校を統合していく、そし

て、１つのコンパクトな学校配置になる、こ

のタイミングを捉えて、考えていかなければ

ならない問題だと考えております。是非、私

は自校調理に転換すべきだと思いますが、お

考えをお示ししていただきたいと思います。

それから最後ではございますが、食材費の公

費負担化であります。いわば学校給食費の無

料化と新聞報道されておりますが、学校給食

に関しましては、施設の維持とか、こういう

ものは公費で賄っておりますが、厳密に言え

ば、食材料費になろうかと思います。これら

の公費負担化、予算の内容について、各自治

体の状況が出ています。根室はふるさと納税

が沢山入ったということで、思い切って小中

をやろうということであります。数千万の予

算、それから空知管内でも具体的に無料化の

動きが出ております。これらの他市の動きを

どう押さえておられるか含めて、市教委とし

てこのことについてどのように考えておられ

るのか、お答えをいただきたいと思います。 

●市長板東知文君（登壇） 紫藤議員の質問

にお答えします。 

子どもの貧困対策についてでありますが、

初めに、これまでの検討経過につきましては、
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平成31年２月に「子育て支援に関するニーズ

調査及び子どもの生活実態調査」として、市

独自の内容により、調査を実施したところで

ありますが、同年６月、「子供の貧困対策の推

進に関する法律」が改正となったほか、同年

11月には新たな「子供の貧困対策に関する大

綱」が閣議決定し、国が全国統一的な調査項

目を定めた事から、これを参考として、令和

３年度に子どもや家庭の生活実態調査を実施

することといたしました。この調査につきま

しては、子どもの貧困対策を総合的かつ効果

的に推進するため、０歳児から小学校３年生

までの児童を持つ保護者及び小学校４年生か

ら中学校２年生までの児童生徒及びその保護

者、約1,900名に対し、子どもの学習環境や生

活環境のほか、保護者の就労環境や経済状況、

支援制度の利用状況などについて、市が対象

者にアンケート調査を実施し、支援を必要と

される方の現状や支援ニーズの把握に努めよ

うとするものであります。今後のスケジュー

ルにつきましては、本年９月ごろまでにアン

ケート調査を実施して、その結果を取りまと

め、教育委員会ほか、庁内関係部署などの連

携により、その情報共有を図るとともに、第

２期美唄市子ども・子育て支援事業計画の中

に、新たに「子どもの貧困対策」を盛り込み、

全庁的な取り組みとなるよう、進めてまいり

ます。 

なお、現在既に行われている子どもの貧困

対策につながる施策につきましては、ひとり

親への児童扶養手当の支給や就学援助、医療

費助成などがございます。こうした各種支援

策が必要な方に行きわたり、子どもの貧困対

策の推進が図られるよう、今後の支援のあり

方などについて検討してまいります。 

次に、大規模水道事故についてであります

が、事故後の安定供給につきましては、現在、

仮の取水施設を大型土嚢により設けており、

そこからポンプにより、減圧槽へ送水してい

る状況であります。 

今後の復旧工事につきましては、水管橋の

原形復旧ではなく、新たなルートとして道道

美唄富良野線に導水管の埋設を考えていると

ころでございます。 

工事期間につきましては、出来るだけ最短

で復旧ができるよう、３月中に発注し、６月

中の完成を目指しており、１日でも早く市民

の皆様に安定した水道水の供給ができるよう、

努めてまいります。 

次に、水道事故調査検討委員会の設置につ

きましては、できるだけ早い時期に設立を行

うべきと考えております。委員構成につきま

しては、大規模水道事故対策本部構成員の部

長職職員、都市整備部内の課長職職員、技術

的ご意見をいただくための専門家、そして事

務局に上下水道課職員と考えているところで

ございます。この場合、資料保存のための調

査の方法としましては、水管橋の崩落した場

所について、現在、積雪により容易に近づけ

ない状態であることから、空知総合振興局森

林室のご協力を得て、ドローンによる現場撮

影を行い、現状保持を図っているところであ

り、今後、こういった資料を活用して、検討

委員会で検討されるものと考えております。 

今後につきましては、融雪後に現地調査を

行い、崩落の原因をしっかりと調査してまい

りたいと考えております。 

次に、水道３事業計画行政についてであり
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ますが、工業用水道事業につきましては、現

在、廃止の方向に向け調査、検討を進めてい

るところであり、このため、北海道経済産業

局や工業用水利用者との協議を進めていると

ころでございます。また、廃止に伴う課題に

つきましては、切り替えに伴う工事費や工業

用水道から上水道に切り替えられる予定の事

業所への料金負担など、財政的な負担が増加

すると考えております。 

次に、上水道事業の今後の大きな課題とい

たしましては、人口減少に伴い、収入が減少

していく中、老朽化していく各施設の更新が

中長期的な課題と考えております。 

次に、適正な料金設定につきましては、令

和４年度以降、資金の不足が見込まれること

から、水道料金の見直しを検討しなければな

らない状況となっているところでございます。

また、施設技術の継承につきましても、重要

な課題と考えており、特に、技術職員の高齢

化が進んでいるため、今回のような事故が起

きた場合などの対応におきましても、早急に

必要な人員の確保と技術の継承が今後とも不

可欠と考えているところでございます。 

次に、下水道事業につきましては、美唄市

流域関連公共下水道事業計画に基づき、整備

を進めており、光珠内地区の整備を残すのみ

となっております。今後におきましては、持

続可能なストックマネジメントの推進及び公

営企業法適用による適切な原価計算に基づく、

料金水準の設定を今後、検討していく予定で

ございます。 

次に、計画行政につきましては、今後、策

定いたします水道事業ビジョン及びアセット

マネジメント下水道事業のストックマネジメ

ントに、第７期総合計画を考慮し、それとの

整合性を図りながら、施設整備を計画的に進

めてまいりたいと考えております。 

●教育長天野政俊君（登壇） 紫藤議員の質

問にお答えします。 

初めに、就学援助制度についてであります

が、経済的理由により就学困難と認められる

児童生徒に対して、必要な援助を行うことに

より、義務教育の円滑な実施を図るという制

度の趣旨にのっとり、児童生徒の格差解消を

図るため、令和３年度から認定基準倍率を引

き上げ、対象世帯の拡充を行うことしている

ところであります。 

次に、制度の周知方法等についてでありま

すが、保護者に対しましては、就学援助制度

に関するパンフレットを新入学児童の就学時

健診時に配布するほか、定時の受付期間に全

児童生徒に対し、就学援助のお知らせのチラ

シの配布や、市の広報紙、ホームページを通

じて、周知を行っているところです。 

また、申請の手続にあたっては、教育委員

会が受付窓口となっており、受付期間につき

ましては、新入学児童生徒学用品費の支給の

関係上、２月初めから３月中旬に設定してお

りますが、この期間以外にも随時、申請の受

付を行っているところであります。このため、

保護者に対し、随時、申請の受付を行ってい

ることの情報提供を行うとともに、制度の周

知徹底を図ってまいります。 

次に、情報の共有についてでありますが、

児童生徒に必要な援助を届けることが、大変

重要であると受け止めているところでもあり、

学校現場との連携はもとより、北海道の事業

で市内の学校に派遣されている２名のスクー
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ルカウンセラーや教育委員会に配置している

スクールソーシャルワーカーとの情報共有に

より、援助の実施漏れがないよう、努めてま

いります。 

次に、制度の運用規定についてであります

が、現在、「美唄市要保護及び準用保護児童生

徒に係る就学援助実施要綱」を制定し、制度

運用に必要な項目等を規定しているところで

あり、要綱での運用上、特に問題がないこと

から、条例化につきましては、現在、考えて

いないところであります。 

なお、マニュアルの作成につきましては、

今後、検討してまいりたいと考えております。

いずれにいたしましても、全ての保護者や教

職員等に就学援助制度を理解していただき、

適正な運用が行われるよう努めてまいります。 

次に、学校徴収金についてでありますが、

義務教育は憲法の規定により、無償でなけれ

ばならないとされており、児童・生徒個人の

用に供する教科書以外の教材については、義

務教育無償の原則に触れるものではないと解

されているため、必要な範囲で家計への負担

を求めているところであります。この考えの

もと、児童・生徒の所有に帰することになる

鍵盤ハーモニカ、習字セット、ワークブック、

資料集、実験・実習材料費などを保護者に負

担していただいているところであり、平均負

担額は小学校で６万3,513円、中学校で11万

1,043円となっております。 

次に、児童生徒一人あたりの学校配当予算

についてでありますが、北海道教職員組合が

実施した「2020年度版教育費実態調査」の結

果報告書によりますと、全道31市中、児童一

人あたりの配当予算は１万3,681円で21番目、

生徒一人あたりでは２万1,151円で14番目と

なっておりますが、各市における予算配当費

目に違いがあることから、正確な比較は難し

いものと考えております。いずれにいたしま

しても、学校配当予算の拡充や保護者の負担

軽減について、引き続き検討してまいりたい

と考えております。 

次に、給食費公会計化についてであります

が、文部科学省より令和元年７月31日付で「学

校給食費管理・徴収に関するガイドライン」

を参考に学校給食費の公会計化の取組を一層

推進するよう、通知があったところであり、

教育委員会におきましても、他市の状況等を

調査しながら検討を進め、令和４年度から公

会計化に移行することとしたところでありま

す。 

次に、課題といたしましては、各学校単位

で行っている給食費の徴収・管理業務を学校

給食センターで一括管理することによる事務

量の増加や人員配置が考えられるところです

が、公会計化に向けたスケジュールの進行管

理をしっかり行い、スムーズに移行できるよ

う、取り組んでまいります。 

次に、自校調理方式についてでありますが、

給食を適温で提供できる衛生管理が行いやす

い配送の必要がないなどの効果がある一方、

各校での施設設備などの整備改修費の増、調

理員の人員確保などの課題があるものと認識

しているところであります。このため、今後

市内小中学校の整備計画等と併せ、調査・研

究してまいりたいと考えております。 

次に、食材料費の公費負担化についてであ

りますが、現在、学校給食費の無償化を実施

している自治体は、道内で23市町村の小中学
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校が実施しており、空知管内では、小中学校

ともに無償化を実施しているのは、浦臼町、

北竜町の２町で、三笠市つきましては、小学

校の無償化を実施しているところであります。

また、一部助成している市につきましては、

北見市が小学校の給食費のみ３割助成、歌志

内市では、令和２年度までは２割助成、令和

３年度からは全額助成を予定している状況で

あります。本市におきましては、令和３年度

から子育て世代の保護者負担を軽減するため、

学校給食費の１割を軽減することとしており、

軽減割合につきましては、財政状況等を考慮

しながら、毎年度、見直しの検討を行ってま

いりたいと考えております。 

●10番紫藤政則議員 それぞれお答えいただ

きました。何点か絞って再質問させていただ

きます。 

最初に、子育て支援行政でありますが、最

初の質問でも申し上げましたとおり、子ども

の未来というものを社会全体で支えていくと

いう非常に大きなテーマであります。年少人

口の減少が著しいということを申し上げまし

たが、14歳までの年少人口2020年1,520人、こ

れが10年後には911人、そして20年後、2040

年には565人という国立社会保障人口問題研

究所の推計が美唄市の人口ビジョンに示され

ています。これは、美唄市全体の人口、2020

年２万200人、2030年１万5,170人、2040年１

万900人と、こういう推計、それぞれの減少率

見ましても、老齢人口、それから生産年齢人

口見ても、年少人口の減少率が一番高いわけ

であります。これらの人口減というものを踏

まえて、この地域で子育ての支援というのを

どのように行われるのか。私は、国の法律が

できた、しかし、既に取り組んでいるものも

あるわけでありますが、是非、主体的にこの

問題に取り組むスタートにしていただきたい

という思いがあります。まず、全庁的にお取

り組みになる、総合的にというお答えありま

したが、これは、包括的な支援につなげてか

なければならないと言われております。各部

署の支援をつなぐ仕組みが必要だと思います。

縦割り行政の排除と言われておりますけど、

支援を必要とする子ども、保護者がこぼれ落

ちている。支援が行き届いていない。そうい

う世帯の把握、これが実態調査のさいたるも

のではないかと思うわけであります。是非、

これらの子どもの状況をどのように実態を把

握するかという事で、全庁的な体制を構築と

いうのを口で言うのは簡単ですが、その体制

を一つの制度として、いわば行政側が持つと

いうのは、非常に大変な作業がいると思いま

す。配置する職員もそうであります。まず、

学校がやはりプラットホーム化という表現に

使われておりますけれども、子どもと接する

一番身近で、常に子どもの状況を把握できる

場所であります。この学校の問題意識という

事が今、問われているような気がいたします。

あわせて、行政でも例えば、今回、水道の問

題が出ておりますが、水道料金の未納で、水

道を止められている家はないのか。それから、

税の未納の状況はどうなのか。こういったこ

とが、子どもの貧困を把握するための行政デ

ータだと思います。これらは、機能してお互

いに連携しあわなければならないという体制

を構築するということが、私が必要だと思う

のですが、これらのお考えをまずお伺いした

い。 
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それと、ちょうど2017年になりますけれど

も、北大と北海道、そして札幌市が子どもの

貧困調査を先行して実施をいたしました。北

大の松本教授のお話を札幌で聞く機会がござ

いました。松本先生は、美唄市にお呼びをし

て、当時の教職員団体や労働団体とあわせま

して、直接、子どもの貧困問題について学習

をした記憶がございます。道がやった時も、

札幌がやった時も、常に大学と共同での調査

であります。分析もそうであります。やはり

専門家の目で見て、そして、それを行政はど

のように生かしていくのかということを実践

したわけであります。私は、この実態調査の

段階から、専門家の知見や助言をいただく体

制というのを作っていくべきだろうと思うの

ですが、お考えを聞かせをいただいたいと思

います。 

水道行政について１点、伺います。今日ま

で、一般質問で多くのご発言がございました。

私は、これらを是非、この教訓を生かして、

今後の将来構想につなげていくべきだろうと

いう視点で申し上げたいと思います。これは、

市長が具体的にどういう行動をとったのかと

いうことがかなり厳しい視点で指摘があった

わけであります。市長は責任者でありますか

ら、全ての課題を、全ての問題を、批判を、

市長は受ける、これはしょうがない。私は、

今回の水道事故を見て、職員がプロであって、

技術者がいるわけであります。技術の継承問

題が出ておりましたけど、専門家がどう判断

するか、このことが一番大事であり、寒い間、

本当に厳冬期でありましたから、職員も苦労

した。もちろん市民の皆さんもこの問題で大

変な思いをされたということは当然でありま

すが、私は是非、職員にご苦労さんという労

いが必要だろいという気がいたします。それ

と、コロナの対策で国は、月400時間近い残業

したとかという新聞が出ておりました。ご案

内のとおり、100時間で過労死であります。80

時間が３ゕ月続く、これも過労死であります。

過労死ラインを大幅に超える労働条件、労働

実態が国の厚生労働省、労働安全を管轄する

ところで起きていた。私は職員も不眠不休で

この作業にあたられたと、げっそりと頬がこ

けた職員も私は見ました。この辺、是非、遺

漏のない健康管理体制、まだまだこの作業は

続くわけであります。お聞きをすると、取水

のポンプの見張りも、どなたがやるかわかり

ませんけれども、24時間おやりになる。緊張

した作業がこれからも続くわけであります。

やはり、職員が結束をして、過日の質問にも

ありましたけれども、いい仕事やったと、や

はり達成感につなぐということが大事であり

ますから、是非、市長はそういった意味でリ

ーダーシップをとっていただきたいという思

いであります。この水道事故を是非、将来構

想につなげていただきたいということで、一

点お聞きしたいのは、最初にお話ししました

けれども、これは料金も上げなければならな

い。令和４年に料金改定をしなければならな

い。それから公共施設の総合管理計画の中に

長寿命化の議論もありますけれども、膨大な

額のインフラ整備がこれからしなければいけ

ないということであります。恐らく、これを

見ただけで、やれるわけないだろうと思うぐ

らいの額であります。そして市民の皆さんは、

やはり安く、そして安心できる水の供給を求

めるわけであります。しかし、それは現状を
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見たら、まず困難な美唄の実態にあるという

ことです。ですから、７期計画のスタート、

来年からスタートするということで、きっか

けにして、是非、市民の皆さんとワークショ

ップを重ねて、このライフラインの大切さを

考える機会にもしてほしいし、この水の事業

の将来構想をつくり上げていただきたいと思

うのです。是非、先進事例がありますから、

私も様々な取り組みについて、少し勉強させ

てもらいました。やはり、どういったって、

最も大切なライフラインであります。人事で

ないという気持ちの市民の方がいると思いま

す。文句を言ったり、それから、励ましの言

葉よりは、どなり散らしたりした方もいらっ

しゃるかもしれない。しかし、これは水のラ

イフラインの大切さということを改めて考え

直したといいましょうか、そういうきっかけ

でもあるわけですから、私は是非、そういっ

た意味で市民の皆さんが見えるようにすると、

そのための実効性のある将来推計を考えてい

ただきたいと思います。ちょうど10年前に６

期計画を作ったと、桂沢のいわゆる浄水場の

管理費が膨大になる。当時美唄で10億という

負担金がでていた。持分水量の負担金で10億、

その時に美唄ダム１本でできないから、桂沢

と美唄、２水系を維持していく方がいいのか、

あるいは桂沢水系１本にして事業を統合して、

末端給水をするというのがいいのか、という

議論をしたことを鮮明に覚えている。結論は

２水系でいこう。それはバックアップができ

るからということになります。しかし今、こ

の人口減少と経済の縮小ということが、これ

は抗し難い現実のものとしてあるわけですか

ら、これらを踏まえて、しっかりとした予測

が必要ですよ。これを市民の皆さんと一緒に

予測するというわけにいかない。こういう作

業を是非、原課のプロが中心になってやって

いただきたい。そこに市民の皆さんが言いた

い事を言い合う場になって欲しいと思うので

す。言いたいことを言わないと、愚痴になっ

て外に出ちゃう。何にも建設的な議論になら

ない。誰かを悪者を作ろうとする。こういう

ことではなくて、これもいわば、大事故の教

訓だと思って、是非、お取り組みいただけな

いだろうかと、本当に心から思っています。

この辺のお考えをお聞かせいただければと思

います。 

それから、教育行政ですけど、先ほど、就

学援助で制度運用規定の整備というとことあ

りました。現行で支障ないから、要綱でいき

ますという教育長のお話ありました。これは、

やはり教育委員会は行政委員会ですから、独

立した行政委員会、教育委員会議が関与しな

いことにならないわけで、要綱というのは、

執行側が具体的に仕事をする際のルールを決

めているわけでありまして、いわば、意思機

関がここには関わらないということになるわ

けですけど、要綱はできてるから、変わらな

いというのは少し聞き捨てならないと思いま

すので、お考えをお答えいただきたいと思い

ます。 

●市長板東知文君 紫藤議員のご質問にお答

えいたします。 

初めに、子どもの貧困対策等についてでご

ざいますが、基本的な考え方といたしまして

は、この度の市政執行方針を記載してござい

ますが、やはり地域社会、新しい命の健やか

な成長があってこそ成り立つものであり、だ
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からこそ、子どもは地域の宝であり、美唄の

未来、希望そのものと考えております。この

ため、やはり美唄の地域を担う子ども達の現

在及び将来が生まれ育った環境によって左右

されることのないよう、我々大人としては、

しっかりと子ども達を支えていく必要がある

と考えてございます。子ども貧困対策につき

ましては、大きな柱といたしまして、教育の

支援、保護者の就労の支援、生活の支援、経

済的な支援、こういった４つの大きな分類が

ございまして、広範囲なテーマや課題を含ん

でいるとこでございます。このため、市の対

応といたしましても、全庁的な取り組み、そ

して、より一層横断的で密なものとしてひと

つひとつの課題に包括的に取り組める仕組み

づくりをつくることが非常に大事なものと考

えております。このため、市ホームページの

情報発信など、様々な方法を通じて、支援を

必要とされる皆さんのもとに、子どもの貧困

対策に関わる情報がきっちりと行き届き、さ

らには、子育て世代包括支援センター、これ

は新年度から取り組む事業でございますけど

も、子育て世代包括支援センターと連携を図

りながら、子ども巡る情報を十分把握できる

よう、努めてまいるところでございます。 

なお、令和３年度に取りまとめる実態調査

につきましては、現状や課題などを分析、整

理する上で専門家の知見も十分活用しながら、

進めるよう検討してまいりたいと考えており

ます。 

それから、水道行政でございます。計画行

政ということで、今後は様々な計画、策定等

の整備計画等につきまして、現在立ち上げて

おります「美唄市上下水道事業市民検討委員

会」のご意見をいただきながら、市民の皆さ

んの協働、一緒になって取り組んでいき、考

え、市民の皆様にわかりやすくお示しできる

計画にしていきたいと考えております。 

また、最近の取り組みでは、病院の建替え

に向けた市立美唄病院建替え基本構想・基本

計画、市民委員会、これにおきまして、この

間の昨年末にご提言いただいたところでござ

います。これについて、ご議論いただいてい

るところでございますけども、実は、４月11

日に市民説明会も予定してございます。この

時は、行政の説明はもちろんですけども、市

民委員会の委員長自ら参加していただいて、

市民の立場から検討の経過、また、市民の中

で議論のあったことを市民の皆さんに説明し

ていただけるということも予定しているとこ

であり、やはり、市民の皆様の視点でしっか

り、こういった問題に取り組むよう、今後と

も進めてまいりたいと考えております。 

●教育長天野政俊君 紫藤議員の質問にお答

えいたします。 

現在の就学援助制度につきましては、国の

制度内容を要綱で運用しておりますが、要綱

の条例化につきましては、教育委員会議の中

で議員のご意見を伺いながら、今後、協議、

検討してまいりたいと考えております。 

●議長金子義彦君 以上で一般質問を終わり

ます。 

これをもって、本日の日程は全部、終了い

たしました。 

本日はこれをもって散会いたします。 

 

午後 ２ 時４０分 散会 
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